
日
本
統
治
下
台
湾
に
お
け
る
医
学
教
育
制
度
の
形
成
と
展
開

内
地
の
医
学
教
育
制
度
と
の｢

共
通
性｣

と｢

差
異
性｣

に
着
目
し
て

(

１)

鈴

木

哲

造

目

次

は
じ
め
に

一
、
台
湾
総
督
府
医
学
校
の
設
立

二
、
台
湾
教
育
令
の
制
定
と
台
湾
総
督
府
医
学
校
の
改
編

三
、
台
北
帝
国
大
学
医
学
部
の
設
立

四
、
台
湾
医
学
教
育
施
設
の
卒
業
者
の
動
静

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

本
稿
は
、
台
湾
総
督
府
医
学
校
設
立
よ
り
台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
を
経
て
、
台
北
帝
大
医
学
部
の
設
立
に
い
た
る
教
育
制
度
上

の
特
徴
を
、
主
と
し
て
日
本
内
地
の
医
学
教
育
制
度
と
の
比
較
と
、
台
湾
医
学
教
育
施
設
の
卒
業
者
の
動
静
か
ら
把
握
す
る
試
み
で
あ

る
。日

本
統
治
下
台
湾
の
医
学
教
育
史
に
つ
い
て
は
、
研
究
蓄
積
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
僅
か
に
台
湾
総
督
府
医
学
校
か
ら
台
北
帝
国
大
学

医
学
部
へ
の
変
遷
を
通
史
的
に
描
い
た
著
作
が
あ
る
の
み
で
あ
る

(

２)

。
そ
の
一
方
で
、
台
北
帝
大
医
学
部
の
学
術
研
究
を
扱
っ
た
も
の
と

し
て
、
各
講
座
で
進
め
ら
れ
た
熱
帯
医
学
研
究
と
日
本
の
南
方
進
出
と
の
関
係
を
論
じ
た
范
燕
秋
の
研
究
が
あ
る

(

３)

。
該
研
究
は
、
台
北

帝
大
文
政
学
部
及
び
理
農
学
部
の
各
講
座
並
び
に
附
属
研
究
機
関
に
お
け
る
台
湾
や
南
洋
等
の
特
殊
事
情
に
焦
点
を
あ
て
た
学
術
研
究

と
日
本
の
南
進
政
策
と
の
関
係
を
論
じ
た
葉
碧
苓
の
研
究
と
同
様
の
観
点
に
立
つ
も
の
で
あ
る

(

４)

。
こ
の
ほ
か
、
台
湾
人
医
師
と
社
会
的

リ
ー
ダ
ー
階
層
の
形
成
及
び
そ
の
政
治
・
社
会
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
呉
文
星
に
よ
り
日
本
統
治
下
台
湾
の
医
学
教
育
施
設
に
お
い

て
養
成
さ
れ
た
台
湾
人
医
師
が
社
会
的
リ
ー
ダ
ー
階
層
と
な
り
、
社
会
運
動
や
政
治
運
動
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ

(

５)

、�
��
�
��

�
	�

�
�


�
�

に
よ
り
こ
う
し
た
伝
統
が
戦
後
に
引
き
継
が
れ
、
戦
後
の
台
湾
社
会
に
お
い
て
も
医
師
が
社
会
・

政
治
問
題
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
っ
た
こ
と

(

６)

が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

日
本
統
治
下
台
湾
に
お
け
る
医
学
の
特
色
を｢

植
民
医
学｣
の
観
点
か
ら
把
握
し
た
も
の
と
し
て
、
劉
士
永
の
論
考
が
あ
げ
ら
れ
る
。

劉
士
永
は
、
台
湾
に
お
け
る
医
学
教
育
の
展
開
は
日
本
内
地
と
は
異
な
る
と
し
て
、
内
地
の
医
学
教
育
が
大
学
に
お
け
る
研
究
を
中
心

と
し
た

｢

実
験
医
学｣

を
中
核
に
し
て
い
る
に
対
し
、
台
湾
の
医
学
教
育
は
大
学
の
下
位
に
位
置
す
る
医
学
専
門
学
校
に
お
け
る
実
用

性
を
重
視
し
た

｢

臨
床
医
学｣

を
中
核
に
し
て
い
る
と
し
、
こ
れ
に
よ
り
台
湾
人
医
師
の
大
部
分
が
開
業
部
門
に
お
い
て
地
域
医
療
に
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従
事
し
た
一
方
で
、
日
本
人
医
師
が
台
湾
総
督
府
の
医
院
、
医
学
校
、
研
究
所
、
大
学
の
要
職
を
ほ
ぼ
独
占
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
台

湾
に
お
け
る
医
学
発
展
過
程
の
主
導
権
を
掌
握
し
た
こ
と
を

｢

日
本
植
民
医
学｣

の
特
徴
で
あ
る
と
指
摘
し
た

(

７)

。

本
稿
は
、
か
か
る
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
次
の
三
点
の
問
題
を
指
摘
し
た
い
。
第
一
に
、
台
湾
人
医
師
を
社
会
的
リ
ー
ダ
ー
階
層
と

と
ら
え
、
医
師
と
社
会
及
び
政
治
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
を
作
り
出
し
た
教
育
制
度
自
体
の
特
徴
及

び
そ
の
制
度
下
で
輩
出
さ
れ
た
卒
業
生

(

日
本
人
を
含
む)

の
総
体
的
な
動
向
の
把
握
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
台

北
帝
国
大
学
医
学
部
に
お
け
る

｢

医
学
研
究
機
関｣

の
特
殊
性
と
し
て
熱
帯
医
学
研
究
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
医
師
の
養
成
も
使
命

と
す
る

｢

医
学
教
育
機
関｣
と
し
て
の
側
面
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、｢

実
験
医
学｣

と

｢

臨
床
医
学｣

と
い
う
二
分
法
に
依
拠
し
た

｢
日
本
植
民
医
学｣

の
特
徴
把
握
で
あ
る
。
日
本
人
医
師
が
総
督
府
の
要
職
を
ほ
ぼ
独
占
的
に
支
配
し
た

の
は
事
実
と
し
て
存
在
す
る
が
、
果
た
し
て
教
育
上｢

実
験
医
学｣

と｢

臨
床
医
学｣

の
ど
ち
ら
を
中
核
に
置
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
、

そ
の
原
因
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
教
育
制
度
史
の
観
点
か
ら
、
日
本
統
治
下
台
湾
の
医
学
教
育
施
設
の
設

立
目
的
、
入
学
資
格
、
修
業
年
限
、
教
育
課
程
、
卒
業
生
に
与
え
ら
れ
た
特
典
等
を
把
握
し
、
次
い
で
台
湾
の
医
学
教
育
施
設
の
卒
業

生
の
動
向
か
ら
医
学
教
育
機
関
と
し
て
果
た
し
た
役
割
を
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
台
湾
の
医
学
教
育
施
設
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
、
主
に
日
本
内
地
の
医
学
教
育
制
度
と
の

｢

共
通
性｣
と

｢

差
異
性｣

に
着
目
し
て
議
論
を
展
開
し
た
い
。

一
、
台
湾
総
督
府
医
学
校
の
設
立

台
湾
総
督
府
医
学
校

(

以
下

｢

台
医
校｣

と
す
る)

は
、
明
治
三
二

(

一
八
九
九)

年
三
月
に
発
布
さ
れ
た

｢

台
湾
総
督
府
医
学
校
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官
制｣

(

勅
令
第
九
五
号)

に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
官
立
医
学
教
育
施
設
で
あ
る

(

８)

。
当
時
の
内
地
に
お
け
る
官
公
立
医
学
校
を
み
る
と
、

大
学
レ
ベ
ル
で
は
官
立
の
帝
国
大
学
医
科
大
学
が
二
校

(

東
京
・
京
都)

あ
り
、
専
門
学
校
レ
ベ
ル
で
は
官
立
の
高
等
学
校
医
学
部
が

五
校

(
千
葉
・
仙
台
・
岡
山
・
金
沢
・
長
崎)

並
び
に
公
立
医
学
校
が
三
校

(

大
阪
・
京
都
・
愛
知)

あ
っ
た
。
帝
大
医
科
大
学
と
高

等
学
校
医
学
部
・
公
立
医
学
校
の
主
な
入
学
資
格
は
、
そ
れ
ぞ
れ
高
等
学
校
理
科
卒
業
生
と
中
学
校
卒
業
生
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
医
学

教
育
施
設
の
卒
業
生
は
、
す
べ
て
中
央
政
府
発
行
の

｢

医
師
免
許
証｣

を
無
試
験
で
取
得
で
き
た
。
一
方
、｢

台
医
校｣

に
つ
い
て
は
、

そ
の
入
学
資
格
が
台
湾
人
で
、
か
つ
初
等
教
育
施
設
で
あ
る
公
学
校
卒
業
程
度
の
学
力
を
基
準
と
す
る
選
抜
試
験
に
合
格
し
た
者
で
あ

り
、
そ
の
卒
業
生
に
は
台
湾
総
督
府
発
行
の

｢

医
業
免
許
証｣

が
付
与
さ
れ
た

(

９)

。

｢

医
師
免
許
証｣

ま
た
は｢
医
業
免
許
証｣

の
所
持
者
は
、
と
も
に
法
令
上
の｢

医
師｣

で
あ
り
、
医
業
を
営
む
権
利
を
有
し
た
が
、

こ
の
二
つ
の
免
許
は
、
有
効
範
囲
に
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
前
者
が
日
本
内
地
、
台
湾
、
朝
鮮
等
の
日
本
帝
国
内
す
べ

て
の
地
域
に
お
い
て
有
効
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
後
者
は
台
湾
総
督
府
の
管
轄
内
に
お
い
て
の
み
有
効
で
あ
っ
た
。｢

台
医
校｣

卒
業

生
は
、｢

医
師
免
許
証｣

を
無
試
験
で
取
得
で
き
る
資
格
が
付
与
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
医
師
と
し
て
の
地
位
は
実
質
的
に

台
湾
に
限
定
さ
れ
て
い
た

(

�)

。

各
高
等
学
校
医
学
部
は
、
そ
の
後
、
明
治
三
六

(
一
九
〇
三)

年
三
月
に
制
定
さ
れ
た

｢

専
門
学
校
令｣

(

勅
令
第
六
一
号)

に
依

拠
し
た
官
立
医
学
専
門
学
校
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
こ
の
官
立
医
専
と

｢

台
医
校｣

を
比
較
し
て
み
る
と
、
次
の
三
点
の
制
度
上
の
差

異
を
見
出
せ
る
。

第
一
に
、
入
学
資
格
と
卒
後
の
特
典
で
あ
る
。
入
学
資
格
と
卒
後
に
与
え
ら
れ
た
医
師
資
格
の
有
効
範
囲
の
違
い
は
上
述
の
通
り
で

あ
る
が
、
卒
後
の
も
う
一
つ
の
特
典
と
し
て
称
号
の
付
与
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
岡
山
医
専
卒
業
生
は｢

岡
山
医
学
専
門
学
校
医
学
士｣

と
称
す
る
こ
と
が
認
許
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
専
門
学
校
令
に
よ
る
他
の
官
公
私
立
医
専
で
も
同
様
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
卒
業
生
は
自
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校
名
を
冠
し
て

｢(

自
校
名)

医
学
士｣

と
名
乗
る
こ
と
が
で
き
た
。

医
師
に
と
っ
て
、
称
号
の
最
も
大
き
な
利
用
価
値
は
自
己
宣
伝
の
手
段
と
な
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
医
師
の
広
告
行
為
に
つ
い

て
明
治
三
九

(

一
九
〇
六)

年
五
月
に
制
定
さ
れ
た

｢

医
師
法｣

(

法
律
第
四
七
号)

に
よ
り
、
誇
張
ま
た
は
虚
偽
の
広
告
に
対
す
る

罰
則
規
定
が
設
け
ら
れ
た
の
ち
、
明
治
四
二

(

一
九
〇
九)

年
七
月
の
同
法
改
正

(

法
律
第
四
四
号)

に
お
い
て
如
何
な
る
方
法
を
問

わ
ず
、｢

其
ノ
技
能
、
療
法
又
ハ
経
歴
ニ
関
ス
ル
広
告｣

を
行
う
こ
と
が
一
切
禁
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、｢

学
位
、
称
号
及
専
門
科
名｣

の
広
告
は
な
お
許
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る

(

�)

。
つ
ま
り
、
称
号
は
、
医
師
に
と
っ
て
当
該
医
学
校
の
正
規
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
を

証
明
し
、
自
己
の
専
門
知
識
と
技
能
の
程
度
を
客
観
的
か
つ
可
視
的
に
示
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
こ
の
よ
う
な
称

号
の
付
与
は

｢

台
医
校｣

卒
業
生
に
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

第
二
に
、
修
業
年
限
と
教
育
課
程
で
あ
る
。｢

台
医
校｣

と
官
立
医
専
の
修
業
年
限
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
年

(

予
科
一
年
・
本
科
四
年)

と
四
年
で
あ
り
、｢

台
医
校｣

の
科
目
編
成
は

｢

内
地
医
学
校
ト
比
較
ス
ル
ハ
稍
々
難
事
ニ
属
ス
ル
モ
大
抵
専
門
医
学
校
ニ
均
シ
キ
モ

ノ｣

と
す
る
も

(

�)

、
実
際
上
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
明
治
四
三

(

一
九
一
〇)

年
時
点
に
お
け
る

｢

台
医
校｣

と
千
葉
医

専
の
教
育
課
程
を
比
較
し
て
み
る
と

(

�)

、｢

台
医
校｣
の
予
科
に
お
い
て
は
、
体
操

(

毎
週
授
業
時
数
�
第
一
学
期
三
時
間
／
第
二
学
期

三
時
間
／
第
三
学
期
三
時
間
。
以
下
同)

、
倫
理

(

二
／
二
／
二)

、
理
科

(

六
／
六
／
六)

、
地
理

(

三
／
三
／
三)

、
歴
史

(

三
／
三

／
三)

、
数
学

(

六
／
六
／
六)

、
国
語

(

六
／
六
／
六)
等
の
科
目
が
組
ま
れ
基
礎
教
育
を
施
し
た
。
だ
が
、
本
科
第
一
学
年
に
お
い

て
も
体
操

(

三
／
三
／
三)

、
倫
理

(

一
／
一
／
一)

、
数
学

(
七
／
七
／
六)

、
国
語

(

五
／
三
／
三)

、
物
理
学

(

五
／
六
／
五)

、

化
学

(

五
／
六
／
五)

、
解
剖
学

(

三
／
三
／
六)

等
の
科
目
が
組
ま
れ
、
依
然
と
し
て
教
養
科
目
が
中
心
で
あ
っ
た
。

一
方
、
千
葉
医
専
の
第
一
学
年
の
科
目
は
、
体
操(

毎
週
授
業
時
数
：
前
期
三
時
間
／
後
期
三
時
間
。
以
下
同)

、
修
身(

一
／
一)

、

ド
イ
ツ
語

(

一
〇
／
六)

、
化
学

(

六
／
六)

、
生
理
学

(

〇
／
六)

、
解
剖
学

(
一
〇
／
一
〇)

で
あ
り
、｢

台
医
校｣

と
同
様
に
教
養
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科
目
の
割
当
時
間
が
半
数
を
超
え
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
語
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
点
は
異
な
る
。
第
二
学
年
以
降
の
千
葉
医

専
の
科
目
は
、
第
二
学
年
か
ら
第
四
学
年
ま
で
、
修
身
と
ド
イ
ツ
語
に
毎
週
そ
れ
ぞ
れ
一
時
間
と
四
時
間
を
あ
て
て
い
る
ほ
か
は
す
べ

て
が
専
門
科
目
で
あ
っ
た
。｢

台
医
校｣

の
科
目
は
、
物
理
学
と
化
学
が
第
二
学
年
第
一
学
期
に
毎
週
そ
れ
ぞ
れ
四
時
間
と
五
時
間
、

体
操
が
第
二
学
年
に
毎
週
三
時
間
と
第
三
学
年
か
ら
第
四
学
年
二
学
期
ま
で
毎
週
二
時
間
、
倫
理
が
第
二
学
年
か
ら
第
四
学
年
第
二
学

期
ま
で
毎
週
一
時
間
を
あ
て
て
い
る
ほ
か
は
す
べ
て
が
専
門
科
目
で
あ
っ
た
。

専
門
科
目
に
つ
い
て
、
第
一
学
年
、
第
二
学
年
で
主
に
基
礎
医
学
を
学
び
、
第
三
学
年
、
第
四
学
年
で
主
に
臨
床
医
学
を
学
ぶ
教
育

課
程
は

｢

台
医
校｣

と
千
葉
医
専
と
も
同
様
で
あ
る
。｢

台
医
校｣

の
基
礎
医
学
科
目
は
、
解
剖
学
、
生
理
学
、
病
理
学
、
薬
物
学
、

衛
生
学
で
あ
り
、
臨
床
医
学
科
目
は
、
内
科
学
、
外
科
学
、
眼
科
学
、
産
婦
人
科
学
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
千
葉
医
専
と
比
較
す
る
と
、

｢

台
医
校｣

の
専
門
科
目
中
に
は
法
医
学
、
皮
膚
病
学
・
黴
毒
学
、
耳
鼻
咽
喉
科
学
、
精
神
病
学
が
な
く
、
そ
の
基
礎
医
学
科
目
へ
の

割
当
時
数
は
千
葉
医
専
に
比
し
て
全
体
的
に
少
な
い
。
さ
ら
に
、
臨
床
医
学
科
目
の
う
ち
、｢

台
医
校｣

と
千
葉
医
専
と
も
内
科
と
外

科
に
相
対
的
に
多
く
の
時
間
を
割
り
当
て
て
い
る
が
、｢

台
医
校｣

の
場
合
は
と
り
わ
け
内
科
と
外
科
に
偏
重
し
て
い
た
。

第
三
に
、
授
業
料
と
給
費
制
度
で
あ
る
。
内
地
の
医
専
は
、
官
公
私
立
に
か
か
わ
ら
ず
一
定
額
の
授
業
料
を
徴
収
し
た
。
例
え
ば
、

千
葉
医
専
の
年
間
授
業
料
を
み
て
み
る
と
、
そ
の
前
身
で
あ
る
第
一
高
等
学
校
医
学
部
時
代
は
二
五
円
で
あ
っ
た
が
、
同
校
が
専
門
学

校
令
に
依
拠
し
た
千
葉
医
専
と
な
っ
た
の
ち
、
明
治
三
八

(
一
九
〇
五)

年
四
月
以
後
は
三
〇
円
、
明
治
四
四

(

一
九
一
一)

年
七
月

以
後
は
四
〇
円
と
な
り
、
大
正
七

(

一
九
一
八)

年
五
月
よ
り
授
業
料
の
ほ
か
、
実
習
料
年
間
一
二
円
五
〇
銭
の
徴
収
も
始
ま
っ
て
い

る(

�)

。
一
方
、｢

台
医
校｣

の
予
科
及
び
本
科
は
大
正
八

(

一
九
一
九)
年
四
月
に
台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
に
移
行
す
る
以
前
に
お

い
て
授
業
料
を
一
切
徴
収
し
て
い
な
い
。

加
え
て
、｢

台
医
校｣

で
は
創
立
当
初
よ
り
生
徒
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
給
費
制
度
を
設
け
て
、
生
徒
に
一
日
食
費
二
〇
銭
と
手
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当
金
五
銭
等
の
学
資
を
支
給
し
た

(

�)

。
明
治
三
八

(

一
九
〇
五)

年
度
以
降
、
自
費
生
の
入
学
が
認
め
ら
れ
る
以
前
に
お
い
て
は
す
べ
て

が
給
費
生
で
あ
っ
た

(

�)

。
そ
の
後
、
給
費
生
の
全
校
生
徒
に
占
め
る
比
率
は
、
九
二
％(

一
九
〇
七
年
度)

、
七
〇
％(

一
九
一
〇
年
度)

、

五
一
％

(
一
九
一
三
年
度)

、
三
二
％

(

一
九
一
六
年
度)

と
次
第
に
低
下
し
て
い
き

(

�)

、
大
正
六

(

一
九
一
七)

年
度
に
お
け
る
生
徒

の
募
集
よ
り
、｢

近
来
自
費
入
学
ヲ
希
望
ス
ル
者
頓
ニ
多
キ
ヲ
加
フ
ル
ニ
至
リ
シ｣

た
め
、
自
費
生
の
み
の
募
集
に
切
り
替
え
ら
れ
た

(

�)

。

自
費
生
が
増
え
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
給
費
生
が
卒
後
に
負
わ
さ
れ
た
奉
職
義
務
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
給
費
生
は
卒
後

｢

五
箇
年

間
ハ
台
湾
総
督
府
ヨ
リ
指
定
ノ
職
務
ニ
従
事
ス
ル
義
務｣

を
負
い
、
そ
れ
に
従
え
な
い
場
合
、
学
資
を
す
べ
て
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず(

�)

、
さ
ら
に
明
治
三
八

(
一
九
〇
五)

年
一
〇
月
以
降
に
は
自
己
の
居
住
地
を
総
督
府
に
直
接
届
け
出
る
義
務

(

転
居
し
た
場
合
も
同

じ)

も
課
さ
れ
た

(

�)

。
給
費
生
が
卒
後
の
活
動
を
部
分
的
に
制
限
さ
れ
た
の
に
対
し
、
自
費
生
は
卒
後
に
何
等
の
規
制
も
受
け
ず
自
由
な

活
動
に
従
事
で
き
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
官
立
医
専
と
の
比
較
か
ら

｢
台
医
校｣

の
制
度
上
の
差
異
を
確
認
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
特
殊
性
を
有
す
る
総
督
府
医
学

校
を
創
設
し
た
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
総
督
府
の
衛
生
政
策
上
の
思
惑
と
現
実
的
情
況
へ
の
対
応
が
あ
っ
た
。

領
台
当
初
、
総
督
府
は

｢

瘴
癘
の
土
地｣

と
称
さ
れ
て
い
た
台
湾
の
衛
生
状
態
を
改
善
す
る
た
め
の
根
本
的
な
方
策
の
一
つ
と
し
て
、

日
新
医
学
を
修
得
し
た

｢

文
明
的｣

な
台
湾
人
医
師
を
養
成
し
、
そ
れ
を
島
内
各
地
に
供
給
す
る
と
い
う
政
策
目
標
を
立
て
て
い
た

(

�)

。

だ
が
、
現
実
的
情
況
と
し
て
、｢

台
医
校｣

設
立
当
時
に
は
公
学
校
の
設
置
が
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
、
中
等
普
通
教
育
施
設
は
全
く

整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
内
地
の
医
学
校
と
同
程
度
の
学
校
の
設
立
は
困
難
で
あ
っ
た
。
初
代
校
長
の
山
口
秀
高
が
そ
の
開
校
式
の
演
説

に
お
い
て
、｢

後
来
は
是
非
共
系
統
を
立
て
他
と
の
連
絡
も
つ
け
る
積
り
で
あ
る
が
、
今
日
は
変
則
で
速
成
を
旨
と
す
る｣

と
述
べ
て

い
る
よ
う
に

(

	)

、
総
督
府
医
学
校
は
、
所
期
の
目
標
を
早
急
に
達
成
す
る
た
め
、
差
し
あ
た
り
、
変
則
的
か
つ
速
成
的
に
実
地
に
適
し
た

医
師
を
養
成
す
る
こ
と
を
任
務
と
し
て
い
た
の
で
あ
る

(


)

。
そ
れ
ゆ
え
、
教
育
課
程
も
予
科
及
び
第
一
学
年
で
必
要
最
低
限
の
基
礎
教
育
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を
施
す
と
と
も
に
、
専
門
科
目
に
つ
い
て
も
実
地
に
お
い
て
最
も
必
要
度
が
高
い
内
科
と
外
科
を
重
点
的
に
教
授
し
た
。

授
業
料
の
不
徴
収
と
給
費
制
度
は
、
創
設
当
初
に
直
面
し
た
生
徒
募
集
問
題
と
い
う
現
実
的
情
況
へ
の
対
処
の
結
果
で
あ
る

(

�)

と
同
時

に
、
総
督
府
の
衛
生
政
策
上
の
思
惑
も
内
包
し
て
い
た
。
在
学
中
給
費
生
で
あ
り
卒
業
し
て
医
師
と
な
っ
た
者
は
少
な
く
と
も
二
八
〇

人
以
上
お
り

(
�)

、
総
督
府
は
こ
れ
ら
の
医
師
を
使
っ
て
衛
生
・
医
療
政
策

(

例
え
ば
、
防
疫
対
策
や
公
医
と
し
て
医
療
機
関
の
欠
落
地
域

へ
派
遣
す
る
等

(
�))
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
。｢

台
医
校｣

の
監
督
機
関
が
教
育
行
政
担
当
部
署
で
は
な
く
、
医
療
・
衛
生
行
政
を

主
管
し
た
警
察
本
署
衛
生
課
で
あ
っ
た
こ
と
も

(

�)

、｢

台
医
校｣

そ
の
も
の
と
当
該
政
策
が
密
接
に
関
連
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。

｢

台
医
校｣

が
内
地
の
医
学
校
と
異
な
る
卒
後
の
特
典
の
取
り
扱
い
を
し
た
の
は
、｢

台
医
校｣

の
設
立
目
的
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

次
節
で
は
一
九
一
〇
年
代
後
期
以
降
、
こ
の
特
殊
性
が
次
第
に
取
り
除
か
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、｢

台
医
校｣

が
如
何
な
る
変

化
を
遂
げ
た
の
か
を
み
て
い
く
。

二
、
台
湾
教
育
令
の
制
定
と
台
湾
総
督
府
医
学
校
の
改
編

台
湾
総
督
府
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
世
界
的
な
民
族
自
決
思
潮
の
高
ま
り
と
台
湾
人
の
民
族
自
覚
が
も
た
ら
す
新
た
な
脅
威
に

対
処
す
る
た
め
、
大
正
八

(

一
九
一
九)

年
一
月
、
同
化
主
義
の
施
政
方
針
に
基
づ
き
、｢

台
湾
教
育
令｣

(

勅
令
第
一
号)

を
制
定
し

た(

�)

。
だ
が
、
該
令
は
そ
の
第
一
条
で

｢

台
湾
ニ
於
ケ
ル
台
湾
人
ノ
教
育
ハ
本
令
ニ
依
ル｣

と
規
定
し
た
よ
う
に

(

�)

、
内
地
人
の
教
育
系
統

と
は
区
別
し
た
台
湾
人
の
教
育
系
統
の
確
立
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
依
然
と
し
て
内
地
人
と
台
湾
人
と
の
隔
離
教
育
は
継
続
し
た

(

�)

。

｢

台
医
校｣

は
、
台
湾
教
育
令
第
二
三
条
の

｢

専
門
教
育
ヲ
為
ス
学
校
ヲ
専
門
学
校
ト
ス｣

と
の
規
定
に
則
り
、
大
正
八

(

一
九
一

九)

年
四
月
に
台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校

(

以
下

｢

台
医
専｣

と
す
る)
に
改
編
し
た
と
と
も
に

(

	)

、
同
月
、
総
督
府
は

｢

台
湾
総
督
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府
医
学
専
門
学
校
規
則｣

(

府
令
第
五
七
号)

を
制
定
し
、
同
校
の
学
科
の
種
類
、
修
業
年
限
、
入
学
資
格
、
教
育
課
程
等
を
詳
ら
か

に
し
た

(

�)

。
同
校
に
は
従
前
の

｢

台
医
校｣

と
同
様
に
予
科
と
本
科
を
置
き
、
台
湾
人
で
、
か
つ
公
学
校
卒
業
程
度
の
学
力
を
有
す
る
者

を
予
科
へ
の
入
学
資
格
と
し
た
が
、
修
業
年
限
が
予
科
四
年
、
本
科
四
年
の
計
八
年
と
な
っ
た
こ
と
で
、
後
述
す
る
通
り
、
そ
の
教
育

課
程
は
大
き
く
改
編
し
た
。
こ
の
ほ
か
、｢

台
医
校｣

と
異
な
る
点
は
、
授
業
料
の
徴
収
と
称
号
の
付
与
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

年
間
授
業
料
は
、
予
科
が
二
〇
円
、
本
科
が
二
五
円

(

一
九
二
一
年
四
月
以
降
は
三
〇
円

(

�))

で
あ
り
、｢

台
医
専｣

本
科
卒
業
生
に
は

｢

台
湾
医
学
得
業
士｣
の
称
号
が
付
与
さ
れ
た
。
こ
の
授
業
料
の
徴
収
と
称
号
の
付
与
は
大
正
八

(

一
九
一
九)

年
四
月
以
降
に
予
科

第
一
学
年
に
入
学
し
た
者
よ
り
適
用
さ
れ
た
。

官
公
立
医
院
及
び
諸
官
衙
に
勤
務
す
る
内
地
人
医
師
の
辞
職
や
転
任
等
に
よ
る
人
的
補
充
の
際
に
払
う
多
大
な
労
力
に
鑑
み
、｢

台

医
校｣

で
内
地
人
医
師
を
養
成
し
て
、
そ
の
欠
員
を
補
え
ば
よ
い
と
す
る
議
論
を
主
な
背
景
と
し
て

(

�)

、
大
正
七

(

一
九
一
八)

年
四
月

よ
り

｢

台
医
校｣

に
は
医
学
専
門
部

(
以
下
医
専
部
と
す
る)

が
置
か
れ
て
い
た

(

�)

。
医
専
部
も
ま
た
翌

(

一
九
一
九)

年
四
月
の

｢

台

医
校｣

よ
り

｢

台
医
専｣

へ
の
移
行
に
伴
い
、｢
台
医
専｣

の
一
学
科
と
な
っ
た

(

�)

。

医
専
部
は
、
専
門
学
校
令
に
依
拠
し

(

�)

、
主
と
し
て
中
学
校
卒
業
生
を
収
容
し
、｢

内
地
人
男
子
ニ
シ
テ
本
島
ノ
内
外
ニ
於
テ
医
師
タ

ラ
ム
ト
ス
ル
者
ニ
教
育
ヲ
施
ス｣

こ
と
を
も
っ
て
目
的
と
し
た

(

�)

。
し
か
し
、
実
際
上
は
内
地
の
中
学
校
を
卒
業
し
た
台
湾
人
の
入
学
を

認
め
て
い
た
こ
と
か
ら

(

	)

、
そ
の
入
学
制
度
は
弾
力
的
に
運
用
さ
れ
て
い
た
。
修
業
年
限
は
四
年
、
年
間
授
業
料
は
三
〇
円

(


)(

一
九
二
一

年
四
月
以
降
は
四
〇
円)

で
、
医
専
部
生
徒
は
卒
後
に

｢

台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
医
学
士｣

と
称
す
る
こ
と
が
で
き
た

(

�)

。
こ
の
ほ

か
、
大
正
八

(

一
九
一
九)

年
六
月
に

｢

台
医
専｣

の
主
管
部
局
が
警
務
局
衛
生
課
よ
り
内
務
局
学
務
課
に
移
っ
て
い
る

(

�)

。

次
に

｢

台
医
専｣

本
科
と
医
専
部
の
教
育
課
程
を
み
て
い
こ
う
。｢

台
医
専｣

本
科
の
課
程
は
予
科
の
修
業
年
限
が
延
び
、
基
礎
教

育
の
程
度
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
で
、｢

台
医
校｣

に
比
し
て
専
門
教
育
に
多
く
の
時
間
を
割
り
当
て
て
い
る
。
医
専
部
の
課
程
に
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つ
い
て
は
内
地
の
官
立
医
専
と
大
同
小
異
で
あ
っ
た
が

(

�)

、
こ
れ
と
本
科
の
課
程
を
比
較
し
て
み
る
と
、
ド
イ
ツ
語
の
割
当
時
間
数
が
医

専
部
の
方
が
多
い
等
の
教
養
科
目
の
違
い
を
除
け
ば
、
両
者
の
基
礎
医
学
及
び
臨
床
医
学
の
各
科
目
の
種
類
と
時
間
の
割
当
は
す
べ
て

同
じ
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、｢

台
医
専｣

予
科
の
課
程
は
医
専
部
の
入
学
資
格
と
な
る
中
学
校
の
課
程
と
比
べ

(

�)

、
修
業
年
限
が
一
年
短

く
、
そ
の
教
育
程
度
が
低
く
設
定
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、｢
台
医
専｣

本
科
は
教
育
程
度
を
引
き
上
げ
、
授
業
料
の
徴
収
を
開
始
し
た
こ
と
の
ほ
か
、
監
督
機
関
も
教
育
行
政

担
当
部
署
に
移
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
水
準
と
形
態
は
内
地
の
官
立
医
専
に
か
な
り
接
近
し
た
と
い
え
る
。
卒
業
生
に
対
し
て
も

｢

台
医
校｣

卒
業
生
と
の
区
別
を
は
か
る
た
め
に

｢

台
湾
医
学
得
業
士｣

の
称
号
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
称
号
も
ま
た
医

専
部
の
卒
業
生
に
付
与
さ
れ
た
称
号
と
異
な
る
こ
と
に
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
の
最
も
大
き
な
差
異
は
専
門
学
校
令
に

依
拠
し
、
入
学
資
格
を
中
学
校
卒
業
生
程
度
に
設
定
し
て
い
る
か
否
か
に
あ
り
、
そ
れ
は
卒
後
の
特
典
で
あ
る
称
号
の
付
与
だ
け
で
は

な
く
、
医
師
資
格
の
違
い
も
規
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
医
専
部
の
卒
業
生
は
中
央
政
府
発
行
の

｢

医
師
免
許
証｣

を
無
試
験
で
取
得
す

る
権
利
を
有
し
た
が
、
本
科
卒
業
生
に
は
依
然
と
し
て
そ
の
権
利
が
な
く
、
台
湾
総
督
府
発
行
の

｢

医
業
免
許
証｣

が
付
与
さ
れ
た
に

過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
制
度
上
の
差
別
に
対
し
て

｢

台
医
専｣

予
科
の
台
湾
人
生
徒
一
同
が
予
科
を
中
学
校
に
昇
格
さ
せ
よ
と
、
台
湾
総
督
に
請
願
し

た
こ
と
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に

(

�)

、
か
か
る
教
育
制
度
は
台
湾
人
の
教
育
要
求
を
決
し
て
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ

れ
に
加
え
て
、
内
地
の
開
明
的
な
人
士
ら
も
ま
た
こ
の
教
育
制
度
に
対
す
る
非
難
を
強
め
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
総
督
府
は

｢

内
地
延

長
主
義｣

を
標
榜
し
、
教
育
の
普
及
を
も
っ
て
文
化
の
向
上
は
か
る
こ
と
を
第
一
義
と
な
し

(

�)

、
大
正
一
一

(

一
九
二
二)

年
二
月
、
新

た
に

｢

台
湾
教
育
令｣

(

勅
令
第
二
〇
号)

を
制
定
し
た

(

以
下
、
新
台
湾
教
育
令
と
表
記
す
る

(

�))

。
新
台
湾
教
育
令
は
、
第
一
条
で

｢

台
湾
ニ
於
ケ
ル
教
育
ハ
本
令
ニ
依
ル｣

と
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
旧
令
と
は
異
な
り
、
内
地
人
を
含
め
た
台
湾
の
教
育
系
統
を
規
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定
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
中
等
以
上
の
教
育
機
関
に
お
い
て
、
内
地
人
と
台
湾
人
の
あ
い
だ
の
隔
離
教
育
を
解
消
し
、
い
わ
ゆ
る

｢

共

学｣
の
実
施
を
も
た
ら
し
た
点
に
お
い
て
台
湾
教
育
史
上
の
画
期
を
な
す
法
令
で
あ
っ
た
。
こ
の
の
ち
、
中
等
以
上
の
教
育
機
関

(

師

範
学
校
を
除
く)

は
、
内
地
の
制
度
に
照
ら
し
て
再
編
及
び
新
設
さ
れ
、
中
学
校
も
漸
次
増
設
さ
れ
て
い
っ
た

(

�)

。

専
門
教
育
に
つ
い
て
は
、
新
台
湾
教
育
令
第
一
〇
条
に
お
い
て
専
門
学
校
令
に
よ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、

｢

台
医
専｣

は
、
大
正
一
一

(

一
九
二
二)

年
四
月
よ
り
、
専
門
学
校
令
に
依
拠
し
、
内
地
人
か
台
湾
人
か
を
問
わ
ず
、
中
学
校
卒
業

生
を
収
容
す
る
純
然
た
る
医
学
専
門
学
校
と
な
っ
た

(

�)

。
同
月
に
発
布
さ
れ
た

｢

台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
規
則｣

(

府
令
第
八
七
号)

に
よ
れ
ば

(

�)

、
第
一
に
該
校
の
入
学
資
格
、
修
業
年
限
、
授
業
料
、
卒
後
の
特
典
は
、
す
べ
て
従
前
の
医
専
部
と
同
一
で
あ
り(

た
だ
し
、

一
九
三
一
年
四
月
以
降
の
授
業
料
は
六
〇
円

(

�))

、
第
二
に
従
前
の
医
専
部
の
生
徒
は
そ
の
ま
ま
該
校
の
生
徒
と
な
り
、
第
三
に
こ
の
規

則
施
行
と
と
も
に
府
令
第
五
七
号
に
よ
る
予
科
と
本
科
を
廃
止
し
、
そ
の
生
徒
の
募
集
を
終
了
し
た
が
、
現
に
在
学
す
る
生
徒
に
つ
い

て
は
、
在
学
期
間
中
従
前
の
規
定
に
よ
る
こ
と
と
な
っ
た

(

以
下
、
大
正
八
年
四
月
府
令
第
五
七
号

｢

台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
規

則｣

に
よ
る
学
科
を

｢

台
医
専｣

本
科
と
し
、
大
正
一
一
年
四
月
府
令
第
八
七
号

｢

台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
規
則｣

に
よ
る
学
科

を

｢

台
医
専｣

新
制
医
専
部
と
す
る)

。

専
門
学
校
令
第
八
条
は
、
文
部
大
臣
が

｢

官
立
専
門
学
校
ノ
修
業
年
限
、
学
科
、
学
科
目
及
其
程
度｣

等
を
定
め
る
こ
と
を
規
定
し

て
お
り
、
官
立
医
専
の
学
科
目
と
そ
の
程
度
に
関
し
て
は
文
部
省
令
を
も
っ
て

｢

官
立
医
学
専
門
学
校
規
程｣

を
制
定
し
、
そ
の
標
準

を
示
し
て
い
た
た
め
、
官
立
医
専
の
あ
い
だ
に
教
育
課
程
上
の
違
い
は
ほ
と
ん
ど
生
ま
れ
て
い
な
い

(

�)

。｢

台
医
専｣

新
制
医
専
部
の
場

合
、
新
台
湾
教
育
令
第
一
一
条
に
お
い
て
、
台
湾
総
督
が
こ
の
文
部
大
臣
の
職
務
を
担
う
こ
と
を
定
め
て
お
り
、
制
度
上
は
独
自
の
教

育
課
程
を
組
む
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
が
、
該
学
科
の
教
育
課
程
は
、
基
本
的
に

｢

官
立
医
学
専
門
学
校
規
程｣

に
照
ら
し
て
編
成
さ

れ
、
従
前
の
医
専
部
や
内
地
の
官
立
医
専
と
の
あ
い
だ
に
大
き
な
差
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
病
理
学
と
衛
生
学
の
科
目
の
な
か
に
寄
生
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虫
学
及
び
医
用
昆
虫
学
と
熱
帯
衛
生
学
の
講
義
が
そ
れ
ぞ
れ
含
ま
れ
て
い
る
点
は
、｢

台
医
専｣

新
制
医
専
部
の
教
育
上
の
特
徴
的
で

あ
る
。
寄
生
虫
学
と
医
用
昆
虫
学
は
第
一
学
年
に
お
い
て
、
毎
週
授
業
時
数
三
四
時
間
以
上
中
、
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
五
時
間
、
熱
帯
衛
生

学
は
第
四
学
年
に
お
い
て
、
毎
週
授
業
時
数
二
九
・
五
時
間
以
上
中
、
一
般
衛
生
学
講
義
及
実
験
と
あ
わ
せ
て
三
時
間
が
割
り
振
ら
れ

て
い
た

(

�)
。

こ
の
教
育
上
の
目
的
は
、
熱
帯
医
学
研
究
の
発
展
に
寄
与
す
る
人
材
の
育
成
に
あ
っ
た
が

(

�)

、
同
様
の
試
み
は
、
大
正
七(

一
九
一
八)

年
六
月
に

｢

台
医
校｣
に
設
置
さ
れ
た
熱
帯
医
学
専
攻
科
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

(

�)

。
当
時
、｢

台
医
校｣

校
長
で
あ
っ
た
堀
内
次

雄
が
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
該
科
設
置
の
政
策
的
意
図
は
、｢

我
台
湾
は
支
那
及
南
洋
に
対
す
る
仲
継
地
で
、
支
那
や
南
洋
に
あ

る
病
気
の
分
布
と
か
、
又
は
各
種
の
衛
生
状
況
も
殆
ん
ど
同
一
で
恰
も
模
型
の
様
な
も
の｣

で
あ
り
、｢

熱
帯
医
学
の
研
究
を
為
す
に

は
恰
好
の
地
で
あ
る｣

と
い
う
台
湾
の
有
利
な
地
理
的
条
件
と
、｢

最
近
南
洋
或
は
支
那
方
面
よ
り
医
師
の
招
聘
を
申
込
ん
で
来
る
も

の
は
実
に
夥
し
い
も
の
で
あ
る｣

と
い
う
実
際
的
需
要
を
考
慮
し
、
熱
帯
医
学
に
通
じ
、
こ
れ
を
内
科
や
外
科
に
応
用
で
き
、｢

支
那

又
は
南
洋
方
面
に
自
由
自
在
に
活
動
し
得
る｣
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
あ
っ
た

(

�)

。

こ
の
熱
帯
医
学
専
攻
科
は
、
大
正
八

(

一
九
一
九)

年
四
月
よ
り

｢

台
医
専｣

に
引
き
継
が
れ

(

�)

、
昭
和
一
一

(

一
九
三
六)

年
四
月

に
廃
止
さ
れ
た

(

�)

。
入
学
資
格
は

｢

医
師
又
ハ
医
師
ノ
免
許
ヲ
受
ク
ル
資
格
ヲ
有
ス
ル
者｣

で
、
修
業
年
限
は
一
年
で
あ
っ
た
。
講
義
で

は
上
述
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
熱
帯
病
学
、
寄
生
虫
学
、
熱
帯
衛
生
学
、
病
原
微
生
物
学
、
免
疫
及
血
清
学
、
植
民
地
衛
生
制
度
、

外
国
語

(

英
語
、
ド
イ
ツ
語
、
中
国
語
、
マ
レ
ー
語
の
う
ち
一
科
ま
た
は
二
科
を
選
択)

等
の
主
に
熱
帯
地
方
及
び
熱
帯
医
学
に
関
わ

る
科
目
を
集
中
的
に
教
授
し
た
。
さ
ら
に
該
科
修
了
者
の
う
ち
、
中
央
政
府
発
行
の

｢

医
師
免
許
証｣

所
持
者
ま
た
は

｢

台
湾
医
学
得

業
士｣

の
称
号
保
持
者
に
は｢

熱
帯
医
学
士｣

の
称
号
が
付
与
さ
れ

(

�)

、
熱
帯
医
学
に
精
通
す
る
医
師
と
し
て
の
権
威
付
け
が
な
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
時
代
潮
流
、
台
湾
人
に
よ
る
教
育
制
度
改
革
の
強
い
要
望
、
及
び
台
湾
に
お
け
る
内
地
人
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医
師
養
成
の
必
要
性
等
を
背
景
と
し
て
、｢

台
医
校｣

は
、｢

台
医
専｣

本
科
と
医
専
部
を
経
て

｢

台
医
専｣

新
制
医
専
部
へ
段
階
的
に

移
行
し
た
が
、
そ
れ
は

｢

台
医
校｣

の
制
度
上
並
び
に
学
校
形
態
上
の
特
殊
性
を
解
消
し
、
内
地
の
医
専
と
同
質
化
し
て
い
く
過
程
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
新
台
湾
教
育
令
に
よ
り
日
台
間
の
教
育
体
系
が
繋
が
り
、｢

台
医
専｣

新
制
医
専
部
も
ま
た
内
地
の
教
育
体
系
と
の

接
続
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
台
間
の
学
生
及
び
生
徒
の
往
来
は
よ
り
活
発
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

三
、
台
北
帝
国
大
学
医
学
部
の
設
立

台
北
帝
国
大
学
は
、
昭
和
三

(
一
九
二
八)

年
三
月
に
文
政
学
部
と
理
農
学
部
を
も
っ
て
成
立
し
、
同
年
五
月
よ
り
授
業
を
開
始
し

た(

�)

。
総
督
府
が
作
成
し
た
大
学
設
立
に
関
す
る
文
書
に
よ
れ
ば
、
設
立
の
目
的
は
、
第
一
に
台
湾
人
の
向
学
心
の
高
ま
り
に
し
た
が
っ

て
、
主
と
し
て
内
地
の
大
学
へ
留
学
す
る
者
が
著
し
く
増
加
し
た
こ
と
に
加
え
て
、
彼
ら
が

｢

内
地
ニ
於
ケ
ル
暗
黒
面
ノ
ミ
ヲ
見
或
ハ

不
良
ナ
ル
思
想
ニ
悪
化
セ
ラ
レ
統
治
上
ニ
支
障
ヲ
オ
ヨ
ホ
ス
ノ
憂
ヒ｣

が
高
ま
っ
た
こ
と
、
及
び
大
正
一
一

(

一
九
二
二)

年
に
設
立

さ
れ
た
台
北
高
等
学
校
の
第
一
回
卒
業
生
が
昭
和
三
年
に
輩
出
さ
れ
る
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
台
湾
に
大
学
を
設
立
し
て
こ
れ
ら
の
者

を
収
容
せ
し
め
る
こ
と
と
、
第
二
に
日
本
帝
国
の
南
端
に
位
置
す
る
台
湾
に
大
学
を
設
立
し
、
東
洋
及
び
南
洋
方
面
の
人
文
自
然
科
学

の
学
術
研
究
を
進
め
、
そ
の
成
果
を
社
会
に
還
元
す
る
こ
と
で
、
日
本
国
民
の
南
方
へ
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
に
あ
っ
た

(

�)

。

台
北
帝
大
に
医
学
部
を
設
置
す
る
こ
と
は
、
帝
大
設
立
が
計
画
さ
れ
た
当
初
か
ら
論
議
さ
れ
て
い
た
が
、
財
政
上
の
都
合
に
よ
り
見

送
ら
れ
て
い
た
。
昭
和
九

(

一
九
三
四)

年
九
月
に
医
学
部
の
創
設
計
画
が
打
ち
立
て
ら
れ
た
の
ち
、
教
授
の
人
選
、
校
舎
及
び
研
究

室
の
新
設
並
び
に
附
属
医
院
の
拡
充
等
の
準
備
作
業
を
順
次
行
い
、
昭
和
一
一

(

一
九
三
六)

年
一
月
に
医
学
部
を
正
式
に
設
置
し

(

勅
令
第
三
一
八
号

(

�))

、
同
年
四
月
か
ら
講
義
を
開
始
し
た
。
こ
の
創
設
計
画
に
よ
る
と
、
台
北
帝
大
医
学
部
の
設
置
目
的
は
、
い
ま
ま

中京法学��巻１・２号 (����年)���(���)



で
各
々
が
独
立
し
て
置
か
れ
て
い
た
医
学
研
究
、
医
学
教
育
、
診
療
の
諸
機
関
を
統
合
し
て
、
そ
れ
ら
の
機
能
を
よ
り
一
層
向
上
さ
せ

る
こ
と
に
あ
っ
た

(

�)

。

当
時
、
医
学
研
究
機
関
は

｢

台
医
専

(

�)｣

及
び
中
央
研
究
所
衛
生
部
が
あ
り
、
と
り
わ
け
後
者
は
多
く
の
研
究
成
果
を
あ
げ
て
い
た

(

�)

。

し
か
し
、
総
督
府
は

｢

台
医
専｣

が

｢

講
学
ノ
傍
ラ
医
学
ノ
研
究
ヲ
為
ス
ト
雖
モ
之
固
ヨ
リ
専
門
学
校
ニ
過
ギ
ザ
ル｣

こ
と
と
、
中
央

研
究
所
衛
生
部
も

｢
現
在
ノ
設
備
、
組
織
ニ
テ
ハ
広
汎
ニ
渉
ル
医
学
ノ
研
究
ニ
関
シ
満
足
ナ
ル
効
果
ヲ
収
ム
ル
コ
ト｣

が
困
難
で
あ
る

こ
と
を
理
由
に
、
台
北
帝
大
に
権
威
あ
る
組
織
と
充
実
し
た
設
備
を
持
つ
医
学
部
を
設
置
し
て
、
医
学
研
究
、
特
に
熱
帯
医
学
研
究
を

推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
考
え
を
持
つ
に
至
る

(

�)

。

か
か
る
思
考
が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
、
当
時
、
日
本
の
学
術
界
に
お
い
て
は
帝
国
大
学
を
頂
点
と
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
形
成
さ
れ

て
お
り
、
帝
大
教
授
よ
り
官
等
や
俸
給
が
低
い
中
央
研
究
所
技
師
や
医
専
教
授
と
い
う
官
職
で
は
権
威
者
の
招
聘
が
困
難
で
あ
る
と
い

う
情
況
が
あ
っ
た

(

�)

。
も
う
一
つ
の
背
景
と
し
て
は
、
講
座
制
が
あ
げ
ら
れ
る
。
戦
前
期
日
本
に
お
い
て
帝
国
大
学
の
み
が
組
織
す
る
こ

と
を
許
さ
れ
た
講
座
は
、
教
授
一
人
、
助
教
授
一
人
、
助
手
一
人
か
ら
三
人
で
構
成
さ
れ
、
一
つ
の
課
題
に
対
し
て
組
織
的
に
取
り
組

む
こ
と
が
で
き
る
研
究
重
視
の
制
度
で
あ
り
、
豊
富
な
研
究
業
績
を
有
す
る
権
威
あ
る
学
者
を
確
保
す
る
た
め
の
要
件
で
も
あ
っ
た
。

台
北
帝
大
医
学
部
開
講
時
の
講
座
は
、
第
一
学
年
の
学
生
が
履
修
す
べ
き
科
目
に
あ
わ
せ
て
、
基
礎
医
学
系
の
七
講
座
で
あ
っ
た
が

(

�)

、

昭
和
一
四

(

一
九
三
九)

年
一
月
ま
で
に
段
階
的
に
二
四
講
座
が
設
け
ら
れ
た

(

第
一
表

(

�))

。
総
督
府
の
講
座
編
成
の
企
図
に
よ
れ
ば
、

講
座
の
編
成
は

｢

大
体
ニ
於
テ
既
設
帝
国
大
学
医
学
部
ノ
例
ニ
依
ル｣

も
、
寄
生
虫
学
講
座
は
台
湾
の
特
色
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
加

え
て
各
講
座
の
研
究
に
お
い
て
も
、
そ
の
対
象
が
熱
帯
及
び
亜
熱
帯
地
方
の
現
象
を
多
く
扱
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
熱
帯
医
学
及
び
熱

帯
衛
生
学
研
究
の
色
彩
を
大
い
に
発
揮
す
る
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は

｢
帝
国
ノ
南
方
国
策
ニ
モ
貢
献
ス
ル
所
尠
カ
ラ
ザ
ル
ベ
シ｣

と

さ
れ
る

(

	)

。
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第１表 各帝国大学医学部講座比較 (1941年)
�����
��	
�

� 
��������

 �
������

� �
������

� �
������

���
������

 �
������

� �
������

� �
������

 !"
������

#$� � � � � � � � � �

%&� � � � � � � � � �

%'�
�'�

� � � � � � � � �

(&� � � � � � � � � �

)%*� � � �

+,� � � � � � �

-,� �

.%/� �

0&� � � � � � � � � �

1%� � � � � � � � � �

231%�
421%�

�

56'� �

7�� � � � � � � � � �

89� � � � � � � � � �

:9� � � � � � � � � �

;<:9� � � � � �

=9� � � � � � � � � �

>?9� � � � � � � � � �

@9� � � � � � � � � �

AB9�
CD9�

� � � � � � � � �

EFGH9� � � � � � � � � �

IJ(� � � � � � � � � �

KLM� � � � �

N9� � � � �

OP�� � �

0�9QR S�� ���

T U �� �� �� �� �S �� �� �S ��

�VW��� ������X�	
Y
�� 0�Z0[\]�Z^_0['�Z0[`a'�bcdY
�� 0[\]�Z0[`a'�Zef0'�Zgf0'�Z%0�bcdY

�hi�j��k��lmnopq
r��k��Z��S�
Z�s�tu�sStZj��k��
lmnopq
vr��k��Z��S�
Z��tu��tZj���k��lmnopq

r���k��Z��S�
ZS�tuS�tZj���k��lmnopq
r���k�
�Z��S�
Z��tZj����k��lmnopq
r����k��Z��S�
Z��t
u��tZj��k��lm�nopq
�r��k��Z��S�
Z��tu��tZj�
��k��lm�nopq
v�r���k��Z��S�
ZS�tu�stZj���k��
lm�nopq
�r���k��Z��S�
ZSStuS�tZj !"�k��lmnop
q
r !"�k��Z��S�
Z��tu��tY



冒
頭
で
述
べ
た
台
北
帝
大
に
関
わ
る
先
行
研
究
は
、
文
政
学
部
、
理
農
学
部
あ
る
い
は
医
学
部
と
い
う
学
部
の
違
い
を
問
わ
ず
、
か

か
る
総
督
府
の
企
図
が
貫
徹
さ
れ
た
か
否
か
を
検
証
し
、
日
本
帝
国
内
に
お
け
る
台
北
帝
大
の
特
殊
的
な
地
位
と
役
割
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
い
え
る
。
だ
が
、
帝
国
大
学
は
最
も
権
威
を
有
す
る
研
究
機
関
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
教
育
機
関
で
も
あ

り
、
か
つ
帝
大
医
学
部
に
則
し
て
言
え
ば
、
大
学
附
属
病
院
に
お
い
て
、
一
般
に
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
の
で
、
診
療
機
関
で
も

あ
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
第
一
表
に
よ
る
と
、
台
北
帝
大
医
学
部
の
講
座
の
構
成
自
体
は
、
寄
生
虫
学
を
除
け
ば
、
他
の
帝
大
医
学
部
と
ほ
ぼ
横

並
び
で
あ
る
と
と
も
に
、
各
帝
大
医
学
部
に
設
け
ら
れ
た
講
座
の
種
類
と
数
を
俯
瞰
的
に
み
て
も
力
点
の
置
き
方
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な

い
。
講
座
は
研
究
だ
け
で
は
な
く
、
教
育
の
機
能
も
有
し
て
い
た
の
で
、
結
果
的
に
、
か
か
る
講
座
の
配
置
が
教
育
課
程
編
成
上
の
各

帝
国
大
学
間
の
類
似
性
を
規
定
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

台
北
帝
大
医
学
部
の
在
学
期
間
は
最
短
四
年
、
最
長
八
年
で
あ
る
。
教
育
課
程
は
、
第
一
学
年
及
び
第
二
学
年
で
、
解
剖
学
、
生
理

学
、
病
理
学
、
細
菌
学
、
薬
理
学
、
寄
生
虫
学
等
の
基
礎
医
学
の
理
論
及
び
実
際
と
、
内
科
学
及
び
外
科
学
の
理
論
を
学
び
、
第
三
学

年
、
第
四
学
年
で
内
科
、
外
科
、
耳
鼻
咽
喉
科
、
眼
科
、
産
婦
人
科
、
小
児
科
等
の
臨
床
医
学
の
理
論
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
各
科
目
の

臨
床
講
義
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
基
礎
医
学
科
目
で
は
解
剖
学
、
病
理
学
及
び
生
理
学
へ
の
割
当
時
数
が
、
臨
床
医
学
科
目

で
は
内
科
と
外
科
へ
の
割
当
時
数
が
そ
の
他
の
科
目
に
比
し
て
多
か
っ
た

(

�)

。
こ
の
課
程
編
成
方
法
と
各
科
目
へ
の
割
当
時
数
の
傾
向
は

他
の
帝
大
医
学
部
で
も
大
体
同
じ
で
あ
る
が

(

�)

、
例
え
ば
、
東
北
帝
大
医
学
部
の
割
当
時
間
数
を
み
て
み
る
と
、
総
授
業
時
数
七
、
六
一

八
時
間
中
、
基
礎
医
学
と
臨
床
医
学
の
割
当
時
数
は
二
、
五
九
八
時
間

(
三
四
・
一
％)

と
四
、
九
九
四
時
間

(

六
五
・
五
％)

で
あ

り
、
両
者
の
割
当
時
数
上
位
三
位
は
、
そ
れ
ぞ
れ
解
剖
学
六
五
〇
時
間

(
八
・
五
％)

、
病
理
学
五
二
八
時
間

(

六
・
九
％)

、
生
理
学

三
六
六
時
間

(

四
・
八
％)

と
内
科
学
一
、
〇
七
一
時
間

(

一
四
・
〇
％)

、
外
科
学
一
、
〇
六
六
時
間

(

一
三
・
九
％)

、
産
婦
人
科
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学
八
一
〇
時
間

(

一
〇
・
六
％)

で
あ
り
、
こ
れ
ら
六
科
目
で
授
業
総
時
数
の
五
八
・
七
％
を
占
め
た

(

�)

。

台
北
帝
大
医
学
部
の
教
育
課
程
の
特
徴
は

｢

寄
生
虫
学
及
実
習｣

、｢

衛
生
学
、
熱
帯
衛
生
学
及
実
習｣

、｢

内
科
学
、
熱
帯
伝
染
病
学

及
臨
床
講
義｣

の
各
科
目
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。｢

寄
生
虫
学
及
実
習｣

は
第
二
学
年
前
後
期
に
毎
週
二
時
間
、｢

衛
生

学
、
熱
帯
衛
生
学
及
実
習｣

は
第
四
学
年
前
後
期
に
毎
週
二
時
間
、｢

内
科
学
、
熱
帯
伝
染
病
学
及
臨
床
講
義｣

は
第
二
学
年
前
期
に

毎
週
三
時
間
、
同
後
期
か
ら
第
四
学
年
後
期
ま
で
毎
週
六
時
間
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た

(

�)

。
だ
が
、
熱
帯
伝
染
病
学
と
熱
帯
衛
生
学
は

そ
れ
ぞ
れ
内
科
学
と
衛
生
学
の
一
環
で
あ
り
、
寄
生
虫
学
は
独
立
し
た
科
目
で
あ
る
も
他
の
基
礎
医
学
や
臨
床
医
学
の
科
目
と
比
べ
る

と
そ
の
割
当
時
数
は
決
し
て
多
い
と
は
い
え
な
い
。

さ
ら
に
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
寄
生
虫
学
が
台
北
帝
大
だ
け
で
取
り
組
ま
れ
た
特
殊
な
学
問
領
域
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
京
城
帝

大
医
学
部
の
微
生
物
学
第
二
講
座
、
東
京
帝
大
附
属
伝
染
病
研
究
所
及
び
慶
應
義
塾
大
学
医
学
部
等
に
は
寄
生
虫
学
の
専
任
教
授
が
台

北
帝
大
医
学
部
設
立
以
前
よ
り
す
で
に
置
か
れ
て
い
た

(

�)

。
そ
れ
は
教
育
課
程
に
も
反
映
さ
れ
、
京
城
帝
大
医
学
部
で
は
微
生
物
学
の
科

目
の
な
か
に
寄
生
虫
学
及
び
寄
生
虫
学
実
習
の
講
義
が
含
ま
れ
て
い
た

(

�)

。
こ
の
ほ
か
、
九
州
帝
大
医
学
部
の
教
育
課
程
に
も
寄
生
虫
病

学
及
び
寄
生
虫
病
学
実
習
の
講
義
が
入
れ
ら
れ
て
い
る

(

�)

。
だ
が
、
台
北
帝
大
医
学
部
と
同
様
に
教
育
課
程
編
成
上
に
お
い
て
寄
生
虫
学

の
重
要
度
は
相
対
的
に
低
い
。

さ
て
、｢

台
医
専｣

は

｢

地
方
ニ
於
ケ
ル
医
師
ノ
普
及
、
衛
生
状
態
ニ
鑑
ミ
医
学
専
門
学
校
程
度
ノ
教
育
ハ
仍
当
分
存
続
ノ
必
要
ア

ル｣

こ
と
を
理
由
に

(

�)

、
昭
和
一
一

(

一
九
三
六)

年
四
月
よ
り
台
北
帝
国
大
学
附
属
医
学
専
門
部
に
組
織
替
え
す
る
形
で
存
置
さ
れ
て

い
た

(

以
下
台
大
医
専
部
と
す
る

(

�))

。
台
大
医
専
部
の
入
学
資
格
、
授
業
料
、
教
育
課
程
は
、
授
業
料
が
八
〇
円
に
増
額
し
た
以
外
、

｢

台
医
専｣

新
制
医
専
部
か
ら
変
化
は
な
い
が

(

	)

、
台
北
帝
大
医
学
部
と
比
較
し
て
み
る
と
、
設
立
の
目
的
、
入
学
資
格
、
教
育
課
程
、

授
業
料
、
教
員
の
質
、
卒
後
に
付
与
さ
れ
る
称
号
に
明
ら
か
な
差
異
を
見
て
と
れ
る
。
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台
北
帝
大
の
設
立
目
的
は

｢

国
家
ニ
須
要
ナ
ル
学
術
ノ
理
論
及
応
用
ヲ
教
授
シ
並
其
ノ
蘊
奥
ヲ
攻
究
ス
ル｣

こ
と
に
あ
り
、
医
学
部

の
入
学
資
格
は
高
等
学
校
理
科
卒
業
生
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
台
大
医
専
部
の
設
立
目
的
は

｢

本
島
ノ
内
外
ニ
於
テ
医
師
タ
ラ
ン
ト
ス

ル
男
子
ニ
須
要
ナ
ル
教
育
ヲ
施
ス｣

こ
と
に
あ
り
、
入
学
資
格
は
中
学
校
卒
業
生
で
あ
っ
た
。
台
大
医
専
部
と
台
北
帝
大
医
学
部
の
年

間
授
業
料
は
そ
れ
ぞ
れ
八
〇
円
、
一
二
〇
円
で
あ
る
。
両
者
の
教
育
課
程
上
の
差
異
は
、
第
一
に
、
前
者
に
は
修
身
、
外
国
語
、
化
学
、

体
操
の
科
目
が
組
み
込
ま
れ
、
第
一
学
年
に
毎
週
一
一
時
間
、
第
二
学
年
に
毎
週
六
・
五
時
間
、
第
三
学
年
と
第
四
学
年
に
毎
週
五
・

五
時
間
を
あ
て
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
に
は
こ
の
種
の
教
養
科
目
は
一
切
組
み
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
す
べ
て
が
専
門
科
目
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
大
学
入
学
者
は
高
等
学
校

(

あ
る
い
は
大
学
予
科)

で
外
国
語
等
の
教
養
科
目
を
す
で
に
履
修
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
第
二
に
、
基
礎
医
学
と
臨
床
医
学
の
各
科
目
の
理
論
、
実
験
及
び
臨
床
講
義
へ
の
割
当
時
数
は
前
者
よ
り
後
者
の
方
が
全
体

的
に
多
い
。
さ
ら
に
台
大
医
専
部
教
授
の
多
く
は
、
台
北
帝
大
医
学
部
教
員
が
兼
任
し
て
い
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
同
大
医
学
部
の

助
教
授
が
担
い
、
同
教
授
の
大
部
分
は
医
専
部
で
講
義
を
行
っ
て
い
な
い

(

�)

。

以
上
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
台
北
帝
大
医
学
部
と
台
大
医
専
部
の
卒
業
生
の
間
に
専
門
知
識
と
技
能
の
格
差
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
は

明
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
は
、
と
も
に
卒
業
証
書
を
も
っ
て
中
央
政
府
発
行
の

｢

医
師
免
許
証｣

を
取
得
で
き
、
同
じ
よ
う

に
医
師
と
認
定
さ
れ
た
が
、
卒
後
に
名
乗
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
称
号
が
そ
れ
ぞ
れ

｢

医
学
士

(

�)｣

と

｢

台
北
帝
国
大
学
附
属
医
学
専
門
部

医
学
士｣

と
異
な
り

(

�)

、
医
師
の
身
分
上
の
差
別
化
が
は
か
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
点
は
、
医
師
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
称
号
が
自
己
宣
伝
の
材
料
と
な
り
、
医
師
の
専
門
知
識
と
技
能
を
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
指
標
と
し
て

機
能
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
日
本
の
領
台
時
に
は
す
で
に
内
地
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
い
た
医
学
博
士⇒

大
卒
医
師⇒

医
専
卒
医
師⇒

試
験
及
第
医

⇒

従
来
開
業
医
と
い
う
順
に
待
遇
と
社
会
的
威
信
の
高
低
が
決
定
す
る
医
師
社
会
の
階
層
構
造
が
、
領
台
後
の
日
本
人
医
師
の
訪
台
と
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医
学
教
育
施
設
の
発
展
に
伴
っ
て
台
湾
に
も
形
作
ら
れ
て
い
っ
た

(

�)

こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
台
北
帝
大
医
学
部
と
台
大
医
専
部
と
い
う
程

度
の
異
な
る
二
つ
の
医
学
教
育
系
統
の
成
立
は
、
台
湾
内
の
各
医
師
集
団
間
の
境
界
と
緊
張
関
係
を
よ
り
顕
在
化
さ
せ
る
方
向
に
作
用

し
た
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
台
北
帝
大
医
学
部
及
び
台
大
医
専
部
の
卒
業
生
は
、
母
校
を
同
じ
く
す
る
も
、
校
友
と
し
て
の
連
帯
意
識

は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。｢

台
医
校｣

創
立
後
、
該
校
の
在
学
生
と
卒
業
生
を
主
な
会
員
と
す
る

｢

校
友
会｣

が
作
ら

れ
、
そ
れ
は

｢
台
医
専｣

に
継
承
さ
れ
て
い
た
。
台
北
帝
大
医
学
部
と
台
大
医
専
部
が
設
立
さ
れ
た
の
ち
、
校
友
会
は
、
双
方
の
在
学

生
や
卒
業
生
が
任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る

｢

景
福
会｣

へ
と
発
展
し
た
。
台
大
医
専
部
の
生
徒
は
、
入
学
と
同
時
に
景
福
会
へ
加

入
す
る
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
台
北
帝
大
医
学
部
の
学
生
か
ら
は
一
名
の
加
入
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
医
学
部
の

｢

医

専
を
蔑
視
す
る
が
如
き
心
境｣
に
一
因
が
あ
っ
た
と
い
う

(

�)

。

四
、
台
湾
医
学
教
育
施
設
の
卒
業
者
の
動
静

｢

台
医
校｣

が
専
門
学
校
令
に
よ
り
改
組
し
た
時
期
は
、
内
地
に
お
い
て
大
学
令

(

大
正
七
年
勅
令
第
三
八
八
号)

が
制
定
さ
れ
、

官
公
私
立
医
専
の
大
学
化
が
進
展
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
他
方
、
社
会
に
根
強
く
残
る
医
専
の
需
要
を
背
景
と
し
て
、
医
専
新
設
運
動

が
勃
興
し
、
昭
和
三

(

一
九
二
八)

年
ま
で
に
八
校
の
私
立
医
専
が
設
置
さ
れ
た
。
当
時
、
日
本
内
地
の
官
公
立
医
専
は
、
お
し
な
べ

て
医
科
大
学
に
昇
格
し
て
お
り
、
医
専
は
私
立
医
専
の
み
で
あ
っ
た

(

�)

。
し
た
が
っ
て
、｢

台
医
専｣

と
朝
鮮
総
督
府
医
学
専
門
学
校
は
、

日
本
帝
国
内
で
希
有
な
官
立
医
専
で
あ
っ
た
。

｢

台
医
専｣

は
、｢

官
立｣

の
権
威
と
学
費
が
私
立
医
専
よ
り
安
い
こ
と
か
ら
、
多
く
の
内
地
人
子
弟
の
注
目
を
集
め
た
。
学
費
に

つ
い
て
は
、｢

台
医
専｣

の
一
年
の
学
費
が
四
〇
円
で
あ
っ
た
時
、
例
え
ば
昭
和
医
専
は
二
五
〇
円
で
あ
っ
た

(

�)

。
昭
和
五

(

一
九
三
〇)

中京法学��巻１・２号 (����年)���(���)



年
度
の

｢

台
医
専｣

入
学
者
状
況
を
例
に
す
る
と
、
受
験

者
五
二
九
人
、
入
学
者
六
七
人
、
合
格
率
は
一
二
・
七
％

で
あ
っ
た

(

�)

。
第
二
表
に
よ
れ
ば
、｢

台
医
専｣

の
内
地
人

在
校
生
と
卒
業
生
は
、
九
州
地
方
出
身
者
が
比
較
的
多
く
、

全
体
の
比
率
の
そ
れ
ぞ
れ
六
割
と
五
割
を
占
め
た
。
さ
ら

に
九
州
地
方
の
な
か
で
も
、
台
湾
に
距
離
的
に
近
接
す
る

沖
縄
県
と
鹿
児
島
県
の
出
身
の
在
校
生
と
卒
業
生
が
多
く
、

前
者
は
三
七
人
と
四
四
人
、
後
者
は
一
六
人
と
三
九
人
で

あ
っ
た

(

�)

。

｢

台
医
校｣

は
、
創
設
当
時
、
生
徒
の
確
保
が
難
し
い

状
況
に
あ
っ
た
が
、
次
第
に
台
湾
人
子
弟
の
関
心
を
獲
得

し
て
い
っ
た
。｢

台
医
校｣

の
明
治
三
八

(

一
九
〇
五)

年
度
か
ら
大
正
七(

一
九
一
八)

年
度
の
平
均
合
格
率
は
、

一
〇
％
で
あ
り
、
台
湾
人
子
弟
に
と
っ
て
、｢

台
医
校｣

へ
の
進
学
は
難
関
で
あ
っ
た
。｢

台
医
校｣

か
ら

｢

台
医

専｣

に
改
組
し
た
の
ち
、
内
地
人
子
弟
が
入
学
試
験
に
参

加
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
台
湾
人
子
弟
は
、
さ
ら

に
激
し
い
受
験
競
争
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
植
民
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第２表 台湾医学教育施設の在校生及び卒業生出身地別一覧 (1933年７月)
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地
統
治
下
に
お
い
て
、
医
師
は
、
比
較
的
総
督
府
の
干
渉
を
受
け
ず
、
か
つ
収
入
多
か
っ
た
の
で
、
子
弟
を
進
学
さ
せ
る
気
が
あ
る
父

兄
は
医
学
を
勧
め
た
。
入
学
困
難
な
状
況
は
、
台
湾
人
父
兄
と
そ
の
子
弟
の
関
心
を
台
湾
の
外
、
と
り
わ
け
日
本
内
地
に
向
け
さ
せ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
大
正
一
二

(

一
九
二
三)

年
度
か
ら
昭
和
一
二

(

一
九
三
七)

年
度
の
専
門
学
校
以
上
の
内
地
留
学
生
の

五
分
の
二
は
医
学
を
学
ん
で
お
り
、
そ
の
大
部
分
は
私
立
医
専
で
あ
っ
た

(

�)

。
こ
の
私
立
医
専
の
卒
業
生
が
台
湾
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
で
、

医
師
社
会
の
構
造
は
大
き
く
転
換
し
て
い
っ
た
。

他
方
、｢

台
医
専｣
は
、
専
門
学
校
令
に
依
拠
し
、
内
地
人
子
弟
の
入
学
を
開
放
し
た
こ
と
に
よ
り
、
日
本
帝
国
内
の
帝
大
医
学
部
、

医
科
大
学
、
医
専
で
構
成
さ
れ
る
階
層
的
な
医
学
教
育
体
系
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
、
官
立
医
専
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。｢

台
医
専｣

は
、
日
本
内
地
の
医
専
に
対
す
る
社
会
的
需
要
を
満
た
す
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
り
、
地
理
的
に
近
い
九
州
地

方
の
医
師
志
願
者
を
呼
び
込
ん
だ
。
そ
の
一
方
で
、
医
師
を
志
す
台
湾
人
子
弟
は
、
日
台
間
の
教
育
制
度
が
結
合
さ
れ
、
か
つ
内
地
人

子
弟
が

｢

台
医
専｣

の
入
学
試
験
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
受
験
競
争
が
激
化
す
る
に
と
も
な
い
、
内
地
留
学
の
道
を
選
択
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

次
の
第
三
表
は
、｢

台
医
校｣

で
第
一
回
卒
業
生
を
出
し
た
明
治
三
五

(

一
九
〇
二)

年
か
ら
昭
和
二
〇

(

一
九
四
五)

年
ま
で
の

各
医
学
教
育
施
設
の
卒
業
生
数
を
年
度
別
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
二
〇
年
時
点
に
お
け
る
卒
業
生
の
累
計
は
、
二
、
八
一
七
人

で
あ
り
、
そ
の
う
ち

｢

台
医
校｣

及
び

｢

台
医
専｣

本
科
の
卒
業
生

(

以
下
、｢

本
科｣

と
す
る)

は
、
七
七
二
人
、
専
門
学
校
令
に

依
拠
し
た

｢

台
医
専｣

医
専
部
、
新
制
医
専
部
及
び
台
大
医
専
部
の
卒
業
生

(

以
下

｢

専
門
学
校
令
に
よ
る
学
科｣

と
す
る)

は
一
、

七
七
六
人
、
台
北
帝
大
医
学
部
の
卒
業
生
は
、
二
六
九
人
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
統
治
下
台
湾
に
お
け
る
医
学
教
育
施
設
の

中
核
は
大
学
よ
り
教
育
程
度
の
低
い

｢

本
科｣

と

｢

専
門
学
校
令
に
よ
る
学
科｣

に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

該
表
に
よ
る
と
、
昭
和
元
年

(

一
九
二
六)

年
に

｢

専
門
学
校
令
に
よ
る
学
科｣

の
卒
業
生
が
に
わ
か
に
増
加
し
、
そ
の
の
ち
も
相
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第３表 台湾各医学教育施設卒業生一覧 (1902年～1945年)
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対
的
に
多
く
の
卒
業
生
を
輩
出
し
続
け
、
昭
和
六

(

一
九
三
一)

年
に
は
二
一
二
人
も
の
卒
業
生
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
現
象
は
、
台

湾
人
卒
業
生
の
忽
然
と
し
た
増
加
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
直
接
的
な
原
因
は
、
総
督
府
が
採
っ
た
次
の
二

つ
の
措
置
に
あ
っ
た
。

第
一
に
、｢
台
医
専｣

本
科
第
一
学
年
よ
り

｢

台
医
専｣

新
制
医
専
部
第
一
学
年
へ
の
編
入
措
置
で
あ
る
。｢

台
医
専｣

新
制
医
専
部

の
入
学
資
格
を
得
る
に
は
中
学
校
を
卒
業
す
る
以
外
に
、
専
門
学
校
入
学
者
検
定
試
験
に
合
格
し
中
学
校
卒
業
程
度
の
学
力
が
あ
る
こ

と
を
証
明
す
る
方
法
が
あ
っ
た
。
総
督
府
は
、
大
正
一
〇

(

一
九
二
一)

年
五
月
に

｢

専
門
学
校
入
学
者
検
定
ニ
関
ス
ル
規
程｣

(

府

令
第
九
五
号)

を
制
定
し
、
検
定
の
受
験
資
格
及
び
検
定
試
験
の
科
目
と
そ
の
程
度
等
を
示
し
た
が
、
そ
の
第
八
条
は
、
総
督
府
が
中

学
校
卒
業
以
上
の
学
力
を
有
す
る
者
を
指
定
で
き
る
と
規
定
し
て
い
た

(

�)

。
大
正
一
一

(

一
九
二
二)

年
四
月
、
総
督
府
は
、
該
規
程
第

八
条
に
基
づ
き
、｢

台
医
専｣

予
科
四
年
の
課
程
と
本
科
第
一
学
年
を
修
了
し
た
者
を
中
学
校
卒
業
以
上
の
学
力
が
あ
る
者
と
指
定
し

た

(

告
示
第
五
九
号

(

�))

。
こ
れ
に
よ
っ
て

｢
台
医
専｣

予
科
と
本
科
第
一
学
年
を
修
了
し
た
者
が

｢

台
医
専｣

新
制
医
専
部
第
一
学
年

に
順
次
編
入
し
て
い
っ
た

(

�)

。

第
二
に
、｢

台
医
専｣

本
科
卒
業
生
で
、
四
年
制
予
科
を
修
了
し
て
お
ら
ず
、｢

台
湾
医
学
得
業
士｣

の
称
号
付
与
対
象
外
と
な
っ
て

い
る
者
と

｢

台
医
校｣

卒
業
生
に
対
す
る
資
格
向
上
措
置
で
あ
る
。
総
督
府
は
、
大
正
一
三

(

一
九
二
四)

年
三
月
に

｢

台
湾
医
学
得

業
士
認
定
規
則｣
(

府
令
第
二
二
号)

を
制
定
し
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
、｢

台
医
専｣

本
科
卒
業
程
度
に
則
り
、
国
語
、
数
学
、
物

理
学
、
化
学
、
外
国
語

(

ド
イ
ツ
語
ま
た
は
英
語)

の
各
科
目
と
基
礎
医
学
ま
た
は
臨
床
医
学
の
一
科
目
に
関
す
る
論
文
の
試
験
を
実

施
し
、
合
格
者
に

｢

台
湾
医
学
得
業
士｣

の
称
号
を
付
与
し
た

(

�)

。
さ
ら
に
同
月
、｢

専
門
学
校
入
学
者
検
定
ニ
関
ス
ル
規
程｣

第
八
条

に
依
拠
し
、
該
試
験
の
合
格
者
を
中
学
校
卒
業
以
上
の
学
力
を
有
す
る
者
と
指
定
し
た

(

告
示
第
二
四
号

(

�))

。
こ
れ
に
よ
り
該
試
験
合

格
者
は

｢

台
医
専｣

新
制
医
専
部
へ
の
入
学
資
格
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
こ
れ
ら
の
者
を

｢

台
医
専｣

新
制
医
専
部
の
第
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四
学
年
後
期
に
特
例
的
に
編
入
せ
し
め
、
極
め
て
短
期
間
で
卒
業
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る

(

�)

。
こ
の
卒
業
生
に
対
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
中
央

政
府
発
行
の

｢

医
師
免
許
証｣

の
無
試
験
取
得
の
資
格
と

｢

台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
医
学
士｣

の
称
号
が
与
え
ら
れ
た
。
台
湾
医

学
得
業
士
認
定
試
験
は
、
大
正
一
四

(

一
九
二
五)

年
五
月
か
ら
昭
和
五

(

一
九
三
〇)

年
四
月
ま
で
毎
年
行
わ
れ
て
お
り

(

�)

、
該
試
験

に
合
格
し
て｢
台
医
専｣

新
制
医
専
部
に
入
学
並
び
に
卒
業
し
た
者
は
三
六
七
人
に
及
ん
だ

(

�)

。
す
な
わ
ち
、
第
三
表
で
示
し
た｢

本
科｣

卒
業
生
七
七
二
人
の
う
ち
、
半
数
近
く
が
資
格
向
上
を
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
り
、
逆
に

｢

専
門
学
校
令
に
よ
る
学
科｣

の
台
湾
人
卒
業

生
九
七
七
人
の
う
ち
、
医
師
資
格
保
持
者
と
し
て
新
た
に
社
会
に
送
り
出
さ
れ
た
実
数
は
、
そ
こ
か
ら

｢

本
科｣

卒
業
生
の
資
格
向
上

者
を
引
い
た
六
一
〇
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
措
置
の
意
図
は
、｢
本
科｣

卒
業
生
に
は
中
央
政
府
発
行
の

｢

医
師
免
許
証｣

が
与
え
ら
れ
ず
、
内
地
、
関
東
州
、
朝
鮮

等
の
日
本
帝
国
内
各
地

(

�)

や
海
外
等
の
島
外
へ
の
発
展
に
不
便
が
生
じ
た
た
め

(

�)

、
そ
れ
を
是
正
す
る
こ
と
に
あ
っ
た

(

�)

。
し
か
し
な
が
ら
、

次
の
第
四
表
で
示
し
た

｢

本
科｣

及
び
｢

専
門
学
校
令
に
よ
る
学
科｣

卒
業
生
の
進
路
状
況
に
よ
れ
ば
、｢

本
科｣

卒
業
生
は
ど
の
年

で
も
約
九
割
が
台
湾
に
在
住
し
、
そ
の
う
ち
の
大
部
分
は
各
地
で
開
業
し
て
地
域
社
会
に
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
た
。
つ
ま
り

｢

本
科｣

卒
業
の
医
師
が
積
極
的
に

｢

専
門
学
校
令
に
よ
る
学
科｣

の
卒
業
資
格
を
取
得
し
た
背
景
に
は
、
日
本
帝
国
内
各
地
や
海
外

等
の
島
外
へ
の
発
展
を
志
向
し
た
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
学
歴
の
向
上
に
よ
っ
て
、
医
師
と
し
て
の
社
会
的
地
位
の
上
昇
を
は
か
り
、

台
湾
社
会
の
自
己
に
対
す
る
信
頼
度
を
高
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

第
三
表
か
ら
は
ま
た
昭
和
一
六

(

一
九
四
一)

年
と
昭
和
二
〇

(
一
九
四
五)

年
の
卒
業
生
が
他
年
に
比
べ
て
相
対
的
に
多
い
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
れ
は
一
ヶ
年
の
間
に
二
期
の
卒
業
生
を
輩
出
し
た
こ
と
に
よ
る
。
昭
和
一
六
年
の
卒
業
生
に
は
同
年
三
月
と
一
二
月
の

卒
業
生
を
包
括
し
て
い
る
。
昭
和
一
六
年
一
〇
月
に
発
布
さ
れ
た
勅
令
第
九
二
四
号
は
、
国
際
情
勢
の
緊
迫
と
戦
時
体
制
の
強
化
を
背

景
と
し
て
、
高
等
教
育
施
設
の
在
学
年
限
あ
る
い
は
修
業
年
限
を
短
縮
し
、
学
生
及
び
生
徒
を
早
期
に
各
種
生
産
活
動
に
従
事
さ
せ
る
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こ
と
を
ね
ら
っ
た
法
令
で
あ
っ
た
が

(

�)

、
総
督
府
は
、
該
令
に
依
拠
し
て
、
同
月
、
台
北
帝
大
各
学
部
の
在
学
年
限
と
各
種
專
門
学
校
及

び
実
業
專
門
学
校
等
の
修
業
年
限
を
三
ヶ
月
間
短
縮
し
た

(

府
令
第
二
一
〇
号

(

�))

。
こ
れ
に
よ
り
、
も
と
も
と
昭
和
一
七

(

一
九
四
二)

年
三
月
の
卒
業
予
定
者
が
昭
和
一
六
年
一
二
月
に
卒
業
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
昭
和
二
〇
年
の
卒
業
生
に
つ
い
て
は
、
同
年
九
月
と
一

〇
月
の
卒
業
生
を
包
括
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
後
者
の
卒
業
生
は
、
主
に
台
北
帝
大
医
学
部
が
昭
和
一
七
年
一
〇
月
入
学
者
、
台
大
医

専
部
が
昭
和
一
八
年
四
月
入
学
者
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
三
年
と
二
年
半
で
卒
業
し
た
こ
と
に
な
る
が

(

�)

、
こ
れ
ら
は

日
本
の
敗
戦
に
続
い
て
、
中
華
民
国
政
府
が
各
種
機
関
を
接
収
す
る
こ
と
を
見
越
し
た
駆
け
込
み
的
な
特
例
措
置
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

第
四
表
は
、
台
湾
医
学
教
育
施
設
の
各
学
科
別
の
卒
業
生
の
進
路
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
該
表
に
よ
る
と
、｢

本
科｣

卒
業
生

だ
け
で
は
な
く

｢

専
門
学
校
令
に
よ
る
学
科｣

卒
業
生
に
つ
い
て
も
い
ず
れ
の
年
も
お
よ
そ
七
割
が
台
湾
に
在
住
し
て
い
た
。
両
者
を

あ
わ
せ
た
在
台
卒
業
生
の
総
計
は
、
大
正
一
四

(

一
九
二
五)

年
が
六
三
九
人
、
昭
和
八

(

一
九
三
三)

年
が
九
七
二
人
、
昭
和
一
四

(

一
九
三
九)

年
が
一
、
二
二
四
人
で
あ
り
、
各
年
の
医
師
総
数
中
そ
れ
ぞ
れ
四
二
・
七
％

(

医
師
総
数
一
、
四
九
四
人
。
以
下
同)

、

五
五
・
六
％

(

一
、
七
四
七
人)

、
五
六
・
六
％

(

二
、
一
五
九
人)

を
占
め
て
い
た

(

�)

。
し
た
が
っ
て
、
台
湾
社
会
に
と
っ
て
医
師
が

充
足
し
て
い
た
の
か
否
か
と
い
う
問
題
を
さ
て
措
け
ば

(

�)

、｢

本
科｣

と

｢

専
門
学
校
令
に
よ
る
学
科｣

は
、
台
湾
の
医
療
供
給
シ
ス
テ

ム
を
稼
働
さ
せ
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
四
表
で
示
し
た

｢

本
科｣

と

｢

専
門
学
校
令
に
よ
る
学
科｣

の
卒
業
生
中
、
そ
れ
ぞ
れ
一
割
と
三
割
の
卒
業
生

が
逆
に
台
湾
に
在
住
し
て
い
な
い
こ
と
に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け｢

専
門
学
校
令
に
よ
る
学
科｣

の
卒
業
生
の
う
ち
、

お
お
よ
そ
二
割
の
卒
業
生
は
内
地
に
在
住
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
内
地
人
で
あ
り
、
一
般
病
院
で
勤
務
し
た
り
、
開
業
し
た
り

し
て
い
た
。
つ
ま
り

｢

本
科｣

で
育
成
し
た
医
師
の
大
部
分
が
台
湾
社
会
に
還
元
さ
れ
た
の
に
対
し
、｢

専
門
学
校
令
に
よ
る
学
科｣

で
育
成
し
た
医
師
は
必
ず
し
も
台
湾
の
医
療
供
給
シ
ス
テ
ム
の
一
端
を
担
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
郷
里
や
親
類
縁
者
の

中京法学��巻１・２号 (����年)���(���)
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第
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方
面
か
ら
考
え
て
み
て
も
内
地
人
生
徒
が
卒
後
に
台
湾
に
留
ま
る

必
然
性
は
低
い
。

こ
の
ほ
か
、
第
四
表
に
よ
れ
ば

｢

専
門
学
校
令
に
よ
る
学
科｣

卒
業
生
中
、
奉
職
の
割
合
が
相
対
的
に
高
い
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

二
〇
世
紀
前
半
期
を
通
じ
て
、
内
地
に
お
い
て
は
大
学
ま
た
は
医

専
卒
業
生
が
あ
る
一
定
期
間
母
校
の
附
属
病
院
等
に
所
属
し
て
臨

床
経
験
を
積
ん
だ
の
ち
開
業
す
る
こ
と
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
っ

た
が

(

�)

、
こ
れ
は
そ
の
趨
勢
に
沿
っ
た
結
果
で
あ
る
と
い
え
る
。

第
五
表
は
、
一
九
三
七
年
一
二
月
時
点
に
お
け
る

｢

専
門
学
校

令
に
よ
る
学
科｣

の
日
本
人
卒
業
生
の
進
路
状
況
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
該
表
か
ら
は
、
昭
和
六

(

一
九
三
一)

年
九
月
の
満
州

事
変
後
の
日
本
の
軍
事
行
動
の
拡
大
と
、
昭
和
一
二(

一
九
三
七)

年
七
月
の
日
中
戦
争
の
勃
発
を
背
景
と
し
て
、
陸
海
軍
関
係
機
関

(

各
地
の
陸
軍
及
び
海
軍
病
院
等)

で
勤
務
す
る
者
や
出
征
者
の

高
い
比
率
を
見
出
せ
る
一
方
で
、
卒
業
生
ら
が
各
種
病
院
等
の
勤

務
医
と
し
て
臨
床
知
識
と
技
能
を
研
鑽
し
た
の
ち
に
開
業
し
て
い

く
と
い
う
傾
向
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は

｢

専

門
学
校
令
に
よ
る
学
科｣

の
生
徒
の
多
く
は
卒
後
、
台
湾
総
督
府
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第５表 台湾総督府医学専門学校日本人卒業生進路状況 (1937年)
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医
院
や
自
校
の
実
習
病
院
と
し
て
使
っ
て
い
た
日
本
赤
十
字
社
台
湾
支
部
病
院
等
で
臨
床
経
験
を
積
ん
だ
が

(

�)

、
総
督
府
が
こ
の
卒
業
生

ら
に
研
鑽
場
所
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
医
療
供
給
シ
ス
テ
ム
の
基
層
部
分
で
働
く
人
材
を
確
保
で
き
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
総
督
府
と

｢

専
門
学
校
令
に
よ
る
学
科｣

卒
業
生
は
互
恵
関
係
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

例
え
ば
、
台
湾
総
督
府
医
院
は
、
総
督
府
の
医
療
供
給
政
策
を
体
現
し
た
中
核
組
織
で
あ
り
、
大
正
三

(

一
九
一
四)

年
ま
で
に
各

主
要
地
に
一
二
ヶ
所
設
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
職
員
は
、
医
長
、
医
官
、
医
官
補
等
で
構
成
さ
れ
た
が
、
医
長
及
び
医
官
と
い
っ
た
管

理
職
は
主
と
し
て
内
地
の
大
卒
医
師
を
充
当
し
、
彼
ら
の
指
示
を
受
け
て
動
く
医
官
補
に
は
医
専
卒
業
生
を
充
当
し
て
い
た

(

�)

。
総
督
府

は
、
一
九
二
〇
年
代
中
期
以
前
に
お
い
て
内
地
の
官
公
私
立
医
専
卒
業
の
医
師
を
招
聘
し
て
医
官
補
に
任
命
し
て
い
た
が
、
そ
れ
以
後
、

｢

専
門
学
校
令
に
よ
る
学
科｣
の
卒
業
生
が
輩
出
さ
れ
、
次
第
に
蓄
積
さ
れ
て
い
く
に
お
よ
ん
で
、
彼
ら
を
積
極
的
に
医
官
補
に
採
用

し
て
い
っ
た

(

�)

。
こ
れ
に
よ
り
、
総
督
府
は
、
各
総
督
府
医
院
の
人
員
不
足
に
対
し
て
迅
速
に
適
格
者
を
配
置
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

南
支
南
洋
方
面
で
活
躍
で
き
る
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
熱
帯
医
学
専
攻
科
は
、
大
正
九

(

一
九
二
〇)

年
か
ら
昭
和

三

(

一
九
二
八)

年
ま
で
に
内
地
人
一
人
、
台
湾
人
二
二
人
の
計
二
三
人
の
卒
業
生
を
輩
出
し
て
い
る
。
第
三
表
に
よ
れ
ば
、
卒
業
生

の
大
部
分
は
、｢

台
湾｣

で
開
業
し
て
い
た
。
熱
帯
医
学
専
攻
科
設
立
目
的
の
達
成
度
と
卒
業
生
の
規
模
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
試
み
は

大
成
し
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
上
述
の
堀
内
次
雄
医
学
校
長
が
当
初
描
い
た
筋
書
き
通
り
に
進
ん
だ
卒
業
生
と
し
て
岡
根

大
舜
が
い
た
。
岡
根
は
、
大
正
一
二

(

一
九
二
三)

年
四
月
に

｢

台
医
専｣

新
制
医
専
部
を
卒
業
す
る
と
同
時
に
、
熱
帯
医
学
専
攻
科

に
入
学
し
、
翌

(

一
九
二
三)

年
三
月
に
同
科
を
卒
業
し
た
。
大
正
一
四

(

一
九
二
五)

年
四
月
に
南
洋
に
渡
り
、
昭
和
二

(

一
九
二

七)

年
四
月
ま
で
英
領
ボ
ル
ネ
オ
の
財
団
法
人
タ
ワ
オ
病
院
に
勤
務
し
た
。
そ
の
の
ち
、
昭
和
七

(

一
九
三
二)

年
一
一
月
に
高
雄
州

警
察
医
に
任
じ
ら
れ
、
昭
和
一
一

(

一
九
三
六)

年
一
月
に
高
雄
州
港
務
官
に
転
じ
、
同
州
港
務
部
検
疫
課
長
を
命
じ
ら
れ
て
い
る

(

�)

。

そ
も
そ
も
熱
帯
医
学
専
攻
科
設
立
当
時
、
堀
内
は
、
同
科
に
内
地
の
医
専
及
び

｢
台
医
校｣

医
専
部
の
卒
業
生
を
収
容
し
て
熱
帯
医
学
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を
補
習
せ
し
め
る
と
述
べ
て
お
り

(

�)

、
内
地
人
医
師
を
そ
の
主
な
る
入
学
対
象
者
に
想
定
し
て
い
た
。
岡
根
の
よ
う
な
人
材
を
育
成
す
る

こ
と
を
ね
ら
っ
た
が
、
実
際
上
、
内
地
人
医
師
の
入
学
希
望
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。

一
方
、
熱
帯
医
学
専
攻
科
を
卒
業
し
た
台
湾
人
医
師
の
ほ
と
ん
ど
は
台
湾
で
開
業
し
て
い
た
が
、
同
科
で
学
ん
だ
熱
帯
医
学
の
知
識

は
臨
床
の
場
で
活
か
さ
れ
た
と
と
も
に
、
同
科
卒
業
の
資
格
は
当
該
医
師
に
と
っ
て
重
要
な
経
歴
と
も
な
っ
た
。
例
え
ば
、『

台
湾
日

日
新
報』

に
お
い
て
、
呉
沢
民

(

一
九
二
二
年
三
月
卒
業)

が
大
正
一
五

(

一
九
二
六)

年
四
月
に
沢
仁
医
院
を
台
北
市
内
に
開
設
し

た
こ
と
と

(

�)

、
楊
倉
庫

(
一
九
二
七
年
三
月
卒
業)

が
昭
和
四

(

一
九
二
九)

年
六
月
に
台
北
市
内
に
開
設
し
て
い
た
蔵
寿
医
院
を
仁
寿

堂
医
院
と
改
称
し
た
こ
と

(
�)

を
報
じ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
彼
ら
が

｢

熱
帯
医
学
士｣

称
号
保
持
者
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
熱
帯
医
学
専
攻
科
で
の
修
学
が
医
学
研
究
の
道
に
進
む
契
機
と
な
っ
た
場
合
も
あ
る
。
陳
新
彬
は
、
大
正
九

(

一
九
二
〇)

年

三
月
に｢

台
医
専｣

本
科
を
卒
業
し
た
と
同
時
に
、
熱
帯
医
学
専
攻
科
に
入
学
し
、
翌(

一
九
二
一)

年
三
月
に
卒
業
し
た
。
そ
し
て
、

｢

更
な
る
大
成
を
期
す
可
く｣

上
京
し
、
東
京
帝
大
医
学
部
産
婦
人
科
で
三
ヶ
月
間
学
ん
だ
の
ち
帰
台
し
開
業
し
た
。
大
正
一
三

(

一

九
二
四)

年
七
月
、｢

斯
術
の
蘊
奥
を
究
め
る｣
た
め
に
再
度
上
京
、
東
京
帝
大
医
学
部
に
て
生
理
学
及
内
科
学
を
専
攻
し
、
昭
和
四

(

一
九
二
九)

年
一
〇
月
、
東
京
帝
大
よ
り
医
学
博
士
を
授
与
さ
れ
た
。
昭
和
五

(

一
九
三
〇)

年
に
台
中
市
内
に
新
彬
医
院
を
開
設

し
、｢

医
学
の
研
究
に
没
頭
す
る
の
が
趣
味｣

と
い
う

(
�)
。
こ
の
よ
う
に
、
熱
帯
医
学
専
攻
科
は
、
台
湾
人
医
師
に
と
っ
て
自
己
研
鑽
の

場
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、
自
己
の
経
歴
を
高
め
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
台
北
帝
大
医
学
部
卒
業
生
の
進
路
状
況
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
昭
和
一
六

(

一
九
四
一)

年
八
月
時
点
の
台
北
帝
大
医
学

部
卒
業
生
七
七
人
中
、
台
湾
内
に
在
住
し
て
い
る
者
は
五
四
人
で
、
そ
の
内
訳
は
官
公
吏
が
三
人
、
学
校
職
員
が
五
〇
人
、
軍
医
ま
た

は
軍
嘱
託
が
一
人
で
あ
り
、
台
湾
島
外
に
出
た
者
は
二
三
人
で
、
そ
の
内
訳
は
官
公
吏
が
二
人
、
会
社
銀
行
員
が
一
人
、
軍
医
ま
た
は

軍
嘱
託
が
一
七
人
、
入
営
が
一
人
、
未
定
が
一
人
、
死
亡
が
一
人
で
あ
っ
た

(

�)
。
学
校
職
員
が
最
も
多
い
が
、
こ
れ
は
彼
ら
が
大
学
卒
業
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後
に
各
講
座
に
所
属
し
て
大
学
附
属
医
院
で
臨
床

経
験
を
積
ん
だ
り
、
研
究
を
行
っ
た
り
し
て
い
た

た
め
で
あ
る
。
第
六
表
は
、
台
北
帝
大
医
学
部
卒

業
生
が
か
つ
て
所
属
し
て
い
た
講
座
、
あ
る
い
は

昭
和
二
〇

(

一
九
四
五)

年
二
月
時
点
で
所
属
し

て
い
る
講
座
の
一
覧
表
で
あ
る
。
該
表
に
よ
れ
ば
、

卒
業
生
及
び
学
生
は
、
内
科
、
外
科
、
産
科
、
小

児
科
等
の
臨
床
医
学
系
講
座
へ
の
所
属
傾
向
が
強

か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
一
方
で
、
解
剖
学
、

病
理
学
、
衛
生
学
、
細
菌
学
、
寄
生
虫
学
等
の
基

礎
医
学
系
講
座
は
人
気
が
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

卒
業
生
及
び
学
生
の
多
く
は
将
来
病
院
の
勤
務
医

や
開
業
医
と
い
っ
た
臨
床
の
場
で
働
く
こ
と
を
志

向
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
時
局
の
緊
迫
に
よ
っ
て
、
昭

和
二
〇

(

一
九
四
五)

年
二
月
時
点
に
お
い
て
、
卒
業
生
の
う
ち
少
な
く
と
も
七
三
人
が
軍
医
や
軍
属
の
身
分
で
南
支
南
洋
方
面
等
の

戦
地
に
派
遣
さ
れ
て
お
り

(

�)

、
各
臨
床
系
講
座
は
、
事
実
上
、
人
員
不
足
の
問
題
に
直
面
し
て
い
た

(

�)

。
さ
ら
に
昭
和
二
〇
年
に
入
っ
た
の

ち
、
台
北
市
内
へ
の
空
襲
が
断
続
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
同
年
五
月
に
台
北
帝
大
医
学
部
の
研
究
、
教
育
、
診
療
の
機
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能
の
大
部
分
を
大
渓
に
移
転
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

(

�)

。
し
た
が
っ
て
、
台
北
帝
大
医
学
部
卒
業
生
の
多
く
は
、
在
学
年
限
を
短
縮
さ

れ
、
卒
業
後
、
各
講
座
に
お
い
て
満
足
な
臨
床
経
験
を
積
ん
だ
り
、
研
究
生
活
を
送
っ
た
り
す
る
こ
と
を
せ
ず
に

(

�)

、
戦
地
に
送
ら
れ
た

だ
け
で
は
な
く
、
臨
床
医
学
系
各
講
座
に
お
け
る
人
員
不
足
の
問
題
が
惹
起
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
台
北
帝
大
医
学
部
各
講
座
は
、

戦
時
体
制
下
に
お
い
て
研
究
、
教
育
、
診
療
の
機
能
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

日
本
統
治
下
台
湾
の
医
学
教
育
制
度
の
形
成
と
展
開
を
、
内
地
の
各
医
学
教
育
施
設
と
の
比
較
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
た
時
、
教

育
制
度
上
の
特
殊
性
を
と
り
わ
け
有
し
て
い
た
の
は

｢

台
医
校｣

で
あ
っ
た
。｢

台
医
校｣

の
入
学
資
格
、
修
業
年
限
及
び
教
育
課
程

の
設
定
、
授
業
料
不
徴
収
と
給
費
制
度
の
実
施
等
は
、
何
れ
も
内
地
の
医
学
教
育
施
設
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
該
校
は
、
台

湾
に
お
け
る
医
療
機
関
を
拡
充
し
、
衛
生
状
態
の
改
善
を
は
か
る
目
標
の
下
で
、
台
湾
人
医
師
を
変
則
的
か
つ
速
成
的
に
養
成
す
る
施

設
で
あ
っ
た
。
一
九
一
〇
年
代
後
期
以
降
、
こ
の

｢
台
医
校｣

の
制
度
的
特
殊
性
は
、
次
第
に
取
り
除
か
れ
て
い
っ
た
。｢

台
医
校｣

よ
り
改
組
し
た

｢

台
医
専｣

新
制
医
専
部
は
、
入
学
資
格
、
修
業
年
限
、
教
育
課
程
及
び
卒
後
の
特
典
等
の
制
度
面
に
お
い
て
、
内
地

の
医
専
と
ほ
と
ん
ど
差
異
が
な
く
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は

｢

台
医
専｣

新
制
医
専
部
が
日
本
帝
国
内
に
お
け
る
帝
大
医
学
部
と
官
公
私

立
医
科
大
学
及
び
医
専
と
い
う
重
層
的
な
医
学
教
育
体
系
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
の
な
か
の
官
立
医
学
専
門
学
校
の
一
つ
と
し
て
機
能
し

て
い
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、｢

台
医
専｣

新
制
医
専
部
は
、
そ
の
卒
業
生
の
三
割
程
度
が
内
地
で
活
動
し
て
い
た
よ
う
に
、

必
ず
し
も
台
湾
の
医
療
機
関
の
充
実
に
直
結
す
る
医
学
教
育
施
設
の
役
割
を
担
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
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昭
和
一
一

(

一
九
三
六)

年
に
創
設
さ
れ
た
台
北
帝
大
医
学
部
も
ま
た
入
学
資
格
、
在
学
期
間
、
卒
後
の
特
典
、
講
座
の
構
成
や
教

育
課
程
の
編
成
等
に
お
い
て
内
地
や
朝
鮮
の
帝
国
大
学
医
学
部
と
大
同
小
異
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
台
湾
の
各
医
学
教
育
施
設
中
、

｢

専
門
学
校
令
に
よ
る
学
科｣

の
教
育
課
程
に
は
寄
生
虫
学
、
医
用
昆
虫
学
及
び
熱
帯
衛
生
学
等
の
科
目
が
組
ま
れ
た
と
と
も
に
、
台

北
帝
大
医
学
部
に
は
寄
生
虫
学
講
座
が
設
け
ら
れ
、
教
育
課
程
に
は
寄
生
虫
学
、
熱
帯
衛
生
学
、
熱
帯
伝
染
病
学
等
の
科
目
が
含
ま
れ

て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
双
方
の
教
育
施
設
に
お
い
て
教
育
課
程
編
成
上
重
視
さ
れ
て
い
た
の
は
こ
れ
ら
の
科
目
で
な
い
。
基
礎
医

学
で
あ
れ
ば
解
剖
学
、
病
理
学
、
生
理
学
で
あ
り
、
臨
床
医
学
で
あ
れ
ば
、
内
科
、
外
科
、
産
婦
人
科
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
基
礎
医
学

よ
り
臨
床
医
学
に
相
対
的
に
多
く
の
時
間
を
割
り
当
て
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
大
学
と
医
専
と
い
う
教
育
程
度
の
差
異
に
か
か
わ
ら
ず
、

第
一
義
的
な
教
育
目
的
は
、
臨
床
医
を
育
成
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
卒
業
証
書
が
医
師
資
格
に
相
当
し
た
こ
と
と
、

各
医
学
教
育
施
設
卒
業
生
の
志
向
が
臨
床
医
学
方
面
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

で
は
、
総
督
府
が

｢

専
門
学
校
令
に
よ
る
学
科｣

の
教
育
課
程
を
独
自
に
編
成
す
る
権
限
を
有
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
該
学

科
と
内
地
の
医
専
の
あ
い
だ
に
は
教
育
課
程
編
成
上
の
大
き
な
差
異
が
生
じ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し

て
は
、｢

専
門
学
校
令
に
よ
る
学
科｣

の
卒
業
証
書
を
も
っ
て
、｢

医
師
免
許
証｣

を
取
得
で
き
、
そ
れ
が
日
本
帝
国
内
す
べ
て
の
地
域

で
有
効
で
あ
る
と
す
る
以
上
、
そ
の
生
徒
の
卒
業
時
点
に
お
け
る
専
門
知
識
と
技
能
は
中
央
政
府
が
定
め
た
一
定
の
基
準

(

例
え
ば
官

立
医
学
専
門
学
校
規
程)

を
越
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
特
定
の
領
域
の
授
業
時
数
を
極
端
に
増
や
し
た
り
、
減
ら
し

た
り
し
て
、
そ
の
基
準
を
下
回
る
よ
う
な
教
育
課
程
を
組
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
こ
と
に
あ
ろ
う
。
台
北
帝
大
医
学
部
も
ま
た
卒

業
生
に

｢

医
師
免
許
証｣

取
得
資
格
を
付
与
し
た
の
で
、
も
ち
ろ
ん
、
一
定
の
基
準
を
満
た
す
必
要
が
あ
っ
た
が
、
台
北
帝
大
医
学
部

と
台
大
医
専
部
の
教
育
課
程
を
比
較
す
る
と
、
前
者
の
基
礎
医
学
と
臨
床
医
学
の
各
科
目
へ
の
割
当
時
数
は
後
者
よ
り
全
体
的
に
多
か
っ

た
の
で
、
前
者
の
卒
業
生
は
後
者
に
比
べ
卒
業
時
点
に
お
い
て
よ
り
豊
富
な
専
門
知
識
と
技
能
の
蓄
積
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
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て
、
両
者
は

｢

医
学
士｣

と

｢

台
北
帝
国
大
学
附
属
医
学
専
門
部
医
学
士｣

と
い
う
称
号
を
も
っ
て
医
師
の
身
分
上
の
差
異
化
が
は
か

ら
れ
て
い
た
。

称
号
は
、
医
師
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
称
号
が
対
外
的
な
宣
伝
行
為
に
使
え
る
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
称
号
は
、

学
歴
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
推
量
さ
れ
る
知
識
と
技
能
の
程
度
を
指
し
示
し
、
さ
ら
に
は
待
遇
と
社
会
的
威
信
を
決

定
す
る
指
標
と
し
て
機
能
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。｢

本
科｣

卒
業
生
が
積
極
的
に

｢

台
医
専｣

新
制
医
専
部
の
卒
業
資
格
を
取
得
し

た
の
は
、
そ
の
実
状
に
配
慮
し
た
結
果
で
あ
り
、
か
か
る
台
湾
人
医
師
の
実
践
は
、
彼
ら
が
台
湾
の
社
会
的
リ
ー
ダ
ー
階
層
に
属
し
、

大
き
な
影
響
力
を
具
え
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
学
歴
主
義
的
秩
序
の
台
湾
社
会
へ
の
滲
透
を
促
す
こ
と
に
も
繋
が
っ
た
と
い
え
よ
う
。

先
行
研
究
に
お
い
て
、
総
督
府
医
院
の
要
職
や
中
央
研
究
所
衛
生
部
等
の
研
究
職
の
多
く
が
大
卒
の
内
地
人
医
師
に
よ
っ
て
占
め
ら

れ
、
内
地
人
医
師
が
台
湾
の
医
学
発
展
過
程
に
お
け
る
主
導
権
を
握
っ
た
原
因
と
し
て
、
台
湾
に
お
け
る
医
学
教
育
が
臨
床
医
学
に
偏
っ

て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
上
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
帝
大
医
学
部
も
医
専
も
教
育
課
程
編
成
上
か
ら
み
る
と
、
臨
床

医
を
育
成
す
る
こ
と
を
重
要
課
題
と
し
、
そ
れ
ら
の
卒
業
生
も
ま
た
臨
床
医
学
を
志
向
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
大
学
教
育

(

実
験
医
学)

と
医
専
教
育

(

臨
床
医
学)

と
い
う
二
項
対
立
的
な
図
式
を
も
っ
て
、
か
か
る
状
況
が
形
成
さ
れ
た
要
因
を
直
接
的
に

説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
事
象
に
適
切
な
解
釈
を
加
え
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
、
如
何
な
る
経
歴
を
持
っ
た
医
師
が
総

督
府
医
院
の
要
職
や
中
央
研
究
所
の
研
究
職
に
就
い
た
の
か
を
悉
皆
的
に
調
査
し
、
こ
れ
ら
の
職
位
に
就
く
た
め
の
要
件

(

例
え
ば
学

歴
の
高
低
や
医
学
博
士
、
人
脈
及
び
学
閥
の
有
無
等)

を
示
し
て
、
台
湾
人
医
師
が
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
る
構
造
的
な
問
題
を
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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及
び
拙
著

『

日
治
時
期
台
湾
医
療
法
制
之
研
究』

(

五
南

図
書
出
版
、
二
〇
一
八
年)

第
六
章

｢

医
療
法
制
之
特
殊
性

(

三)

―
医
学
教
育
制
度｣

を
翻
訳
・
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

(

２)

林
吉
崇

『
台
大
医
学
院
百
年
院
史
―
日
治
時
期

(

一
八
九
七
―
一
九
四
五
年)』

(

上)

、
台
大
医
学
院
、
一
九
九
七
年
及
び
荘
永
明

『

台
湾

医
療
史
―
以
台
大
医
院
為
主
軸』

遠
流
出
版
、
一
九
九
八
年
等
。

(

３)

范
燕
秋

｢

帝
国
政
治
与
医
学
―
日
本
戦
時
総
動
員
下
的
台
北
帝
国
大
学
医
学
部
―｣

『

師
大
台
湾
史
学
報』

第
一
期
、
国
立
台
湾
師
範
大
学

台
湾
史
研
究
所
、
二
〇
〇
七
年
、
八
九
頁
〜
一
三
六
頁
。

(

４)

葉
碧
苓

『

学
術
先
鋒
―
台
北
帝
国
大
学
与
日
本
南
進
政
策
之
研
究』

稲
郷
出
版
、
二
〇
一
〇
年
。

(

５)

呉
文
星

『

日
治
時
期
台
湾
的
社
会
領
導
階
層』

五
南
図
書
出
版
、
二
〇
〇
八
年
。

(
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(

８)

明
治
三
二
年
三
月
勅
令
第
九
五
号

｢

台
湾
総
督
府
医
学
校
官
制｣

『

官
報』

号
外
・
明
治
三
二
年
三
月
三
一
日
、
二
頁
。｢

台
医
校｣

の
前
身

は
、
明
治
三
〇

(

一
八
九
七)

年
四
月
、
台
北
医
院
長
山
口
秀
高
の
主
導
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
台
北
医
院
附
属
医
学
講
習
所
で
あ
る

(｢

明
治

三
十
一
年
二
月
台
北
医
院
内
ニ
於
ケ
ル
土
人
医
士
養
成
景
況
台
北
医
院
長
山
口
秀
高｣

『

後
藤
新
平
関
係
文
書』

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
、
Ｒ

三
二
、
後
藤
新
平
記
念
館
、
一
九
八
〇
年)

。

(

９)

拙
稿

｢

日
本
統
治
下
台
湾
の
医
療
法
制
に
つ
い
て
―
内
地
法
制
と
の

｢
共
通
性｣

と

｢

差
異
性｣

に
着
目
し
て｣

中
京
大
学
社
会
科
学
研
究

所
台
湾
史
研
究
セ
ン
タ
ー
編

『

台
湾
総
督
府
の
統
治
政
策』

創
泉
堂
出
版
、
二
〇
一
八
年
、
二
八
五
頁
〜
三
五
四
頁
。

(

�)

同
上
。
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(

�)

明
治
三
九
年
五
月
法
律
第
四
七
号

｢

医
師
法｣

『

官
報』

第
六
八
四
九
号
・
明
治
三
九
年
五
月
二
日
、
二
五
頁
〜
二
六
頁
、
及
び
明
治
四
ニ

年
七
月
法
律
第
四
四
号

｢

医
師
法
中
改
正｣

『

官
報』

第
七
八
一
八
号
・
明
治
四
二
年
七
月
一
七
日
、
三
六
一
頁
。

(
�)

『

明
治
四
十
三
年
六
月
台
湾
総
督
府
医
学
校
一
覧』

台
湾
総
督
府
医
学
校
、
一
九
一
〇
年
、
六
八
頁
。

(

�)
同
上
、
六
八
頁
〜
七
一
頁
、
及
び『

千
葉
医
学
専
門
学
校
一
覧
自
明
治
四
十
三
年
至
明
治
四
十
四
年』

千
葉
医
学
専
門
学
校
、
一
九
一
〇
年
、

一
八
頁
〜
二
二
頁
。

(

�)
『

第
一
高
等
学
校
医
学
部
一
覧
自
明
治
廿
八
年
至
明
治
廿
九
年』

第
一
高
等
学
校
医
学
部
、
一
八
九
五
年
、
三
三
頁
、『

千
葉
医
学
専
門
学

校
一
覧
自
明
治
三
十
八
年
至
明
治
三
十
九
年』

千
葉
医
学
専
門
学
校
、
一
九
〇
五
年
、
五
二
頁
、『

千
葉
医
学
専
門
学
校
一
覧
自
明
治
四
十
四

年
至
明
治
四
十
五
年』
千
葉
医
学
専
門
学
校
、
一
九
一
二
年
、
三
八
頁
、
及
び

『

千
葉
医
学
専
門
学
校
一
覧
自
大
正
七
年
至
大
正
八
年』

千
葉

医
学
専
門
学
校
、
一
九
一
九
年
、
六
頁
・
二
八
頁
〜
二
九
頁
。

(

�)

明
治
三
二
年
七
月
府
令
第
五
五
号

｢

台
湾
総
督
府
医
学
校
生
徒
給
与
規
則｣

『

府
報』

第
五
五
四
号
・
明
治
三
二
年
七
月
七
日
、
二
一
頁
。

(

�)
｢

高
木
医
学
校
長
報
告｣

『
明
治
三
十
八
年
九
月
台
湾
総
督
府
医
学
校
一
覧』

台
湾
総
督
府
医
学
校
、
一
九
〇
五
年
、
附
録
之
六
頁
。

(

�)
『

台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
一
覧』

台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
、
一
九
二
〇
年
、
一
五
四
頁
〜
一
五
五
頁
。

(

	)

同
上
、
八
頁
。

(


)

明
治
三
二
年
七
月
府
令
第
五
四
号

｢

台
湾
総
督
府
医
学
校
規
則｣

『

府
報』

第
五
五
四
号
・
明
治
三
二
年
七
月
七
日
、
二
〇
頁
〜
二
一
頁
。

(

�)

明
治
三
八
年
一
〇
月
府
令
第
七
四
号

｢

台
湾
総
督
府
医
学
校
規
則
中
改
正｣

『

府
報』

第
一
八
四
三
号
・
明
治
三
八
年
一
〇
月
六
日
、
一
六

頁
。

(

�)
｢

医
学
校
の
過
去
現
在
及
び
将
来｣

『

台
湾
日
日
新
報』
第
三
六
八
号
・
一
八
九
九
年
七
月
二
五
日
、
一
頁
。

(

)
｢

医
学
校
の
過
去
現
在
及
び
将
来

(

承
前)｣

『

台
湾
日
日
新
報』

第
三
七
〇
号
・
一
八
九
九
年
七
月
二
七
日
、
一
頁
。

(

�)
『

明
治
四
十
三
年
六
月
台
湾
総
督
府
医
学
校
一
覧』

前
掲
、
六
八
頁
。

(

�)

呉
文
星

『

日
治
時
期
台
湾
的
社
会
領
導
階
層』

前
掲
、
九
〇
頁
〜
九
五
頁
。

(

�)
｢

二
八
〇
人
以
上｣

の
算
出
根
拠
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
〇
回
生

(

一
九
一
一
年)

で
初
め
て
自
費
生
四
人
の
卒
業
生
が
輩
出
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
以
前
の
卒
業
生
は
す
べ
て
給
費
生
で
あ
っ
た
と
み
な
す
と
、
計
一
四
九
人
と
な
る
。
第
一
〇
回
生
の
給
費
生
は
二
八
人
、
第

日本統治下台湾における医学教育制度の形成と展開 (鈴木) ���(���)



一
四
回
生

(

一
九
一
五
年)

は
二
三
人
、
第
一
五
回
生

(

一
九
一
六
年)

は
一
八
人
、
第
一
六
回
生

(

一
九
一
七
年)

は
二
一
人
、
第
一
七
回

生

(

一
九
一
八
年)

は
一
六
人
で
あ
る
。
な
お
、
第
一
一
回
生

(

一
九
一
二
年)

か
ら
第
一
三
回
生

(

一
九
一
四
年)

ま
で
は
不
明
で
あ
る
。

給
費
生
の
打
ち
切
り
を
決
め
た
大
正
六

(

一
九
一
七)

年
度
以
前
に
入
学
し
た
給
費
生
の
卒
業
生
は
、
第
一
八
回
生

(

一
九
一
九
年)

か
ら
第

二
〇
回
生

(

一
九
二
一
年)

ま
で
少
な
く
と
も
計
二
五
人
い
る
。
以
上
を
総
計
す
る
と
二
八
〇
人
と
な
る

(『

台
湾
総
督
府
医
学
校
一
覧』

台

湾
総
督
府
医
学
校
、
一
九
一
七
、
一
〇
七
頁
〜
一
一
〇
頁
、『

台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
一
覧

(

大
正
十
四
年)』

台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学

校
、
一
九
二
五
年
、
一
一
八
頁
〜
一
三
〇
頁
、『

府
報』

第
三
二
一
五
号
・
明
治
四
四
年
四
月
二
〇
日
、
五
七
頁
、
同
第
七
四
三
号
・
大
正
四

年
四
月
三
〇
日
、
一
〇
二
頁
、
同
第
一
〇
〇
三
号
・
大
正
五
年
五
月
二
日
、
二
頁
、
同
第
一
二
七
八
号
・
大
正
六
年
五
月
三
日
、
一
一
頁
、
同

第
一
五
五
九
号
・
大
正
七
年
五
月
一
五
日
、
五
〇
頁)

。

(

�)

公
医
と
は
官
庁
よ
り
手
当
を
支
給
さ
れ
て
各
地
方
に
派
遣
さ
れ
、
そ
の
命
令
に
従
っ
て
伝
染
病
対
策
や
検
死
等
に
従
事
す
る
と
と
も
に
、
当

地
に
お
い
て
開
業
し
一
般
に
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
機
関
で
あ
る
。
公
医
制
度
の
形
成
過
程
と
そ
の
実
際
の
機
能
に
つ
い
て
は
拙
稿

｢

台

湾
総
督
府
の
医
療
政
策
―
台
湾
公
医
制
度
の
形
成
過
程
と
そ
の
植
民
地
的
性
格
―｣

(『

東
ア
ジ
ア
近
代
史』

第
九
号
、
東
ア
ジ
ア
近
代
史
学
会
、

二
〇
〇
六
年
、
八
八
頁
〜
一
一
四
頁)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)

明
治
三
四
年
一
一
月
訓
令
第
三
五
四
号

｢
台
湾
総
督
府
官
房
並
民
政
部
警
察
本
署
及
各
局
分
課
規
程｣

『

府
報』

第
一
〇
五
四
号
・
明
治
三

四
年
一
一
月
一
一
日
、
二
三
頁
〜
二
五
頁
。

(

�)

呉
文
星

『

日
治
時
期
台
湾
的
社
会
領
導
階
層』
前
掲
、
八
七
頁
。

(

�)

大
正
八
年
一
月
勅
令
第
一
号

｢

台
湾
教
育
令｣

『
官
報』

第
一
九
二
四
号
・
大
正
八
年
一
月
四
日
、
一
頁
〜
二
頁
。

(

�)

呉
文
星

『

日
治
時
期
台
湾
的
社
会
領
導
階
層』

前
掲
、
八
七
頁
。

(

�)

大
正
八
年
三
月
勅
令
第
六
二
号

｢

台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
官
制｣

『

官
報』

第
一
九
九
六
号
・
大
正
八
年
四
月
一
日
、
七
頁
。

(

�)

大
正
八
年
四
月
府
令
第
五
七
号

｢

台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
規
則｣

『

府
報』

第
一
八
二
〇
号
・
大
正
八
年
四
月
二
〇
日
、
一
五
九
頁
〜

一
六
二
頁
。

(

	)

大
正
一
〇
年
三
月
府
令
第
五
六
号

｢

台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
規
則
中
改
正｣

『

府
報』

第
二
三
四
三
号
・
大
正
一
〇
年
三
月
三
一
日
、

七
〇
頁
。
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(

�)
｢

何
ぞ
躊
躇
す
る

(

二)

▽
医
学
専
門
学
校
と
改
称
し
て
▽
内
地
人
医
師
を
も
養
成
せ
よ｣

『

台
湾
日
日
新
報』

第
六
二
八
二
号
・
大
正
六

年
一
二
月
二
一
日
、
三
頁
。

(
�)
大
正
七
年
四
月
府
令
第
一
九
号

｢

台
湾
総
督
府
医
学
校
医
学
専
門
部
規
則｣

『

府
報』

第
一
五
二
八
号
・
大
正
七
年
四
月
二
日
、
一
〇
頁
〜

一
三
頁
。

(

�)

大
正
八
年
四
月
府
令
第
二
七
号

｢

台
湾
総
督
府
医
学
校
医
学
専
門
部
規
則
中
改
正｣

『

府
報』

第
一
七
九
六
号
・
大
正
八
年
四
月
一
日
、
一

頁
。

(

�)

大
正
八
年
六
月
勅
令
第
二
八
四
号

｢

台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
官
制
中
改
正｣

『

官
報』

第
二
〇
五
五
号
・
大
正
八
年
六
月
一
一
日
、
二

二
二
頁
〜
二
二
三
頁
。

(

�)

大
正
九
年
五
月
府
令
第
三
四
号

｢

台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
医
学
専
門
部
規
則
中
改
正｣

『

府
報』

第
二
一
二
三
号
・
大
正
九
年
五
月
三

〇
日
、
八
三
頁
〜
八
五
頁
。

(

�)

例
え
ば
、
林
伯
余
は
、
大
正
五
(
一
九
一
六)

年
三
月
に
東
京
正
則
中
学
校
を
卒
業
し
、
大
正
七

(

一
九
一
八)

年
四
月
に

｢

台
医
専｣

本

科
第
一
学
年
に
入
学
し
た
の
ち
、
大
正
九

(

一
九
二
〇)

年
四
月
、
本
科
第
三
学
年
か
ら

｢

台
医
専｣

医
専
部
第
三
学
年
に
編
入
し
、
大
正
一

〇

(

一
九
二
一)

年
四
月
に
卒
業
し
て
い
る

(｢

入
学
許
可
及
入
学
許
可
取
消｣

『

府
報』

第
二
一
一
五
号
・
大
正
九
年
五
月
一
九
日
、
四
九
頁

〜
五
〇
頁
、『

台
湾
総
督
府
医
学
校
一
覧』
台
湾
総
督
府
医
学
校
、
一
九
一
九
年
、
一
〇
二
頁
、
及
び

｢

林
伯
余
医
院
医
官
補｣

『

大
正
一
一
年

台
湾
総
督
府
公
文
類
纂』

第
四
巻
、
第
六
四
文
書
、
簿
冊
番
号
�
〇
三
四
五
五
、
国
史
館
台
湾
文
献
館
所
蔵)

。

(

	)

大
正
七
年
四
月
府
令
第
一
九
号

｢

台
湾
総
督
府
医
学
校
医
学
専
門
部
規
則｣

前
掲
。

(


)

大
正
九
年
五
月
府
令
第
三
四
号

｢

台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
医
学
専
門
部
規
則
改
正｣

前
掲
。

(

�)

大
正
八
年
六
月
訓
令
第
一
〇
〇
号

｢

台
湾
総
督
府
官
房
並
民
政
部
事
務
分
掌
規
程｣

『

府
報』

号
外
・
大
正
八
年
六
月
二
九
日
、
一
頁
〜
四

頁
。

(

�)

大
正
七
年
四
月
府
令
第
一
九
号

｢

台
湾
総
督
府
医
学
校
医
学
専
門
部
規
則｣

前
掲
、
大
正
八
年
四
月
府
令
第
五
七
号

｢

台
湾
総
督
府
医
学
専

門
学
校
規
則｣

前
掲
、
及
び

『

千
葉
医
学
専
門
学
校
一
覧
自
大
正
七
年
至
大
正
八
年』

前
掲
、
一
五
頁
〜
一
九
頁
。

(

)

台
湾
教
育
会
編

『

台
湾
教
育
沿
革
誌』

台
湾
教
育
会
、
一
九
三
九
年
、
七
三
〇
頁
〜
七
三
七
頁
・
七
七
〇
頁
〜
七
八
六
頁
。

日本統治下台湾における医学教育制度の形成と展開 (鈴木) ���(���)



(

�)

一
記
者

｢

台
北
医
専
予
科
の
昇
格
運
動｣

『

台
湾
青
年』

第
二
巻
第
二
号
、
一
九
二
一
年
、
六
〇
頁
。

(
�)

呉
文
星

『

日
治
時
期
台
湾
的
社
会
領
導
階
層』

前
掲
、
八
八
頁
。

(
�)
大
正
一
一
年
四
月
勅
令
第
二
〇
号

｢

台
湾
教
育
令｣

(『

官
報』

第
二
八
五
二
号
・
大
正
一
一
年
二
月
六
日
、
一
一
〇
頁
〜
一
一
一
頁)

。

(

�)
呉
文
星

『

日
治
時
期
台
湾
的
社
会
領
導
階
層』

前
掲
、
八
八
頁
。

(

�)

大
正
一
一
年
三
月
勅
令
第
一
五
七
号

｢

台
湾
総
督
府
諸
学
校
官
制｣

『

官
報』

号
外
・
大
正
一
一
年
三
月
三
一
日
、
一
〇
頁
〜
一
一
頁
。

(

�)

大
正
一
一
年
四
月
府
令
第
八
七
号

｢

台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
規
則｣

『

府
報』

号
外
・
大
正
一
一
年
四
月
一
日
、
四
頁
〜
五
頁
。

(

�)

一
九
三
一
年
二
月
、
府
令
第
九
号

｢

台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
規
則｣

中
改
正

(『

府
報』

第
一
一
八
〇
号
・
昭
和
六
年
二
月
二
一
日
、

七
二
頁)

。

(

	)

例
え
ば

『

千
葉
医
学
専
門
学
校
一
覧
自
大
正
九
年
至
大
正
十
年』

千
葉
医
学
専
門
学
校
、[

一
九
二
一
年]

、
一
四
頁
〜
一
八
頁
、『

金
沢
医

学
専
門
学
校
一
覧
大
正
九
年』
金
沢
医
学
専
門
学
校
、
一
九
二
〇
年
、
一
七
頁
〜
二
〇
頁
・
三
五
頁
〜
三
七
頁
、『

岡
山
医
学
専
門
学
校
一
覧

大
正
九
年
三
月』

岡
山
医
学
専
門
学
校
、
一
九
二
〇
年
、
二
八
頁
〜
三
四
頁
・
四
八
頁
、
及
び

『

長
崎
医
学
専
門
学
校
一
覧
自
大
正
九
年
四
月

至
大
正
十
年
三
月』

長
崎
医
学
専
門
学
校
、
一
九
二
一
年
、
三
二
頁
〜
三
六
頁
・
四
九
頁
〜
五
二
頁
等
参
照
。

(


)

大
正
一
一
年
四
月
府
令
第
八
七
号

｢
台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
規
則｣

前
掲
。

(

�)

大
正
一
四

(

一
九
二
五)

年
四
月
、｢

台
医
専｣

卒
業
証
書
授
与
式
に
お
け
る

｢

総
督
訓
示｣

(『

府
報』

第
三
五
〇
七
・
大
正
一
四
年
四
月

二
九
日
、
一
一
七
頁)

。

(

�)

大
正
七
年
六
月
府
令
第
三
九
号

｢

台
湾
総
督
府
医
学
校
規
則｣

『

府
報』

第
一
五
八
三
号
・
大
正
七
年
六
月
一
一
日
、
三
二
頁
〜
三
六
頁
。

(

)
｢

●
台
湾
医
界
の
権
威
▼
医
学
専
門
部
と
熱
帯
医
学
専
攻
科
の
新
設
▲
＝
堀
内
医
学
校
長
談
＝｣

『

台
湾
日
日
新
報』

第
六
三
八
五
号
・
大

正
七
年
四
月
二
日
、
七
頁
。

(

�)

大
正
八
年
四
月
府
令
第
五
八
号

｢

熱
帯
医
学
専
攻
科
及
研
究
科
規
則｣

『

府
報』

第
一
八
二
〇
号
・
大
正
八
年
四
月
二
〇
日
、
一
六
二
頁
。

(

�)

昭
和
一
一

(

一
九
三
六)

年
四
月
府
令
第
三
一
号
を
も
っ
て
大
正
八

(
一
九
一
九)

年
四
月
府
令
第
五
八
号

｢

熱
帯
医
学
専
攻
科
及
研
究
科

規
則｣

は
廃
止
さ
れ
た

(｢

大
正
八
年
府
令
第
五
八
号
、
大
正
九
年
府
令
第
三
四
号
、
大
正
一
三
年
府
令
第
二
二
号
廃
止｣

『

府
報』

第
二
六
五

二
号
・
昭
和
一
一
年
四
月
七
日
、
一
九
頁)

。

中京法学��巻１・２号 (����年)���(���)



(

�)

大
正
九
年
六
月
府
令
第
三
八
号

｢

熱
帯
医
学
専
攻
科
及
研
究
科
規
則
中
改
正｣
『

府
報』

第
二
一
四
三
号
・
大
正
九
年
六
月
二
四
日
、
五
七

頁
。

(
�)

『

台
北
帝
国
大
学
一
覧

(

昭
和
十
八
年)』

台
北
帝
国
大
学
、
一
九
四
四
年
三
月
、
二
頁
〜
五
頁
。

(

�)
｢

台
北
帝
国
大
学
官
制
ヲ
定
ム｣

『

公
文
類
聚』

第
五
二
編
、
昭
和
三
年
、
第
七
巻
、
二
Ａ�

〇
一
二�

〇
〇
・
類
〇
一
六
四
二
一
〇
〇
、
国

立
公
文
書
館
所
蔵
。

(

�)

昭
和
一
〇
年
一
二
月
勅
令
第
三
一
八
号

｢

台
北
帝
国
大
学
学
部
ニ
関
ス
ル
件
中
改
正｣

『

官
報』

第
二
六
九
五
号
・
昭
和
一
〇
年
一
二
月
二

六
日
、
七
三
〇
頁
。
こ
の
勅
令
は
、
昭
和
一
一

(

一
九
三
六)

年
一
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
。

(

�)
｢

台
北
帝
国
大
学
官
制
中
ヲ
改
正
ス(

医
学
部
創
設
準
備
ノ
為
書
記
官
増
員)｣

『

公
文
類
聚』

第
五
八
編
、
昭
和
九
年
、
第
一
〇
巻
、
二
Ａ�

〇
一
二�

〇
〇
・
類
〇
一
八
五
七
一
〇
〇
。

(

�)
｢

台
医
専｣

は
、
昭
和
二

(
一
九
二
七)

年
五
月
に

｢

台
湾
総
督
府
台
北
医
学
専
門
学
校｣

と
改
称
し
た
が
、｢

台
医
専｣

中
に
は
こ
れ
を

包
含
す
る
こ
と
と
す
る
。

(

�)

中
央
研
究
所
は
、
大
正
一
〇

(
一
九
二
一)

年
八
月
に
設
置
さ
れ
、
農
業
部
、
林
業
部
、
工
業
部
及
び
衛
生
部
を
置
く
総
督
府
の
総
合
研
究

機
関
で
あ
る
。
衛
生
部
の
組
織
構
造
や
成
果
に
つ
い
て
は
、
頼
郁
	『

日
治
時
期
台
湾
的
衛
生
研
究
―
以
台
湾
総
督
府
中
央
研
究
所
衛
生
部
為

例』
(

国
立
中
央
大
学
歴
史
研
究
所
碩
士
論
文
、
一
九
九
九
年)

に
詳
し
い
。

(


)
｢

台
北
帝
国
大
学
官
制
中
ヲ
改
正
ス

(

医
学
部
創
設
準
備
ノ
為
書
記
官
増
員)｣

前
掲
。
中
央
研
究
所
衛
生
部
は
、
昭
和
一
四

(

一
九
三
九)

年
四
月
に
台
北
帝
国
大
学
附
属
熱
帯
医
学
研
究
所
に
改
組
し
た
。

(

�)

例
え
ば
、
官
等
俸
給
を
み
て
み
る
と
、
台
北
帝
大
教
授
は
、
勅
任
官
一
等
ま
で
昇
等
で
き
、
中
央
研
究
所
の
技
師
及
び｢

台
医
専｣

教
授
は
、

奏
任
官
三
等
止
ま
り
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
中
央
研
究
所
技
師
及
び

｢

台
医
専｣

教
授
中
一
人
に
限
り
勅
任
官
二
等
に
昇
等
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
俸
給
の
最
高
額
に
つ
い
て
は
、
台
北
帝
大
教
授
が
六
、
七
〇
〇
円
、
勅
任
技
師
が
六
、
〇
〇
〇
円
、
奏
任
技
師
が
四
、
五
〇
〇
円
、｢

台

医
専｣

の
勅
任
教
授
が
五
、
二
〇
〇
円
、
奏
任
教
授
が
四
、
五
〇
〇
円
で
あ
っ
た

(『

台
湾
総
督
府
及
所
属
官
署
職
録

(

昭
和
四
年)』

台
湾
時

報
発
行
所
、
一
九
二
九
年
、
二
頁
〜
六
頁)

。

(

�)

昭
和
一
〇

(

一
九
三
五)

年
一
二
月
勅
令
三
一
九
号

｢

台
北
帝
国
大
学
講
座
令
中
改
正｣

『

官
報』

第
二
六
九
五
号
・
昭
和
一
〇
年
一
二
月
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二
六
日
、
七
三
〇
頁
。

(
�)

昭
和
一
一
年
一
二
月
勅
令
第
四
六
〇
号

｢

台
北
帝
国
大
学
講
座
令
中
改
正｣
『

官
報』

第
二
九
九
七
号
・
昭
和
一
一
年
一
二
月
二
八
日
、
八

六
六
頁
、
昭
和
一
三
年
一
月
勅
令
第
二
八
号

｢

台
北
帝
国
大
学
講
座
令
中
改
正｣

『

官
報』

第
三
三
〇
五
号
・
昭
和
一
三
年
一
月
一
二
日
、
一

九
三
頁
、
昭
和
一
三
年
一
二
月
勅
令
第
七
七
八
号

｢

台
北
帝
国
大
学
講
座
令
中
改
正｣

『

官
報』

第
三
五
九
三
号
・
昭
和
一
三
年
一
二
月
二
四

日
、
八
〇
一
頁
。

(

�)
｢

台
北
帝
国
大
学
講
座
令
中
ヲ
改
正
ス(

医
学
部
設
置)｣
『

公
文
類
聚』

、
第
五
九
編
、
昭
和
一
〇
年
、
第
四
五
巻
、
二
Ａ�

〇
一
二�

〇
〇
・

類
〇
一
九
三
八
一
〇
〇
。

(

�)

昭
和
一
一
年
一
月

｢
台
北
帝
国
大
学
医
学
部
規
程｣
『

府
報』

第
二
五
八
〇
号
・
昭
和
一
一
年
一
月
八
日
、
四
頁
〜
五
頁
。

(

�)
『

東
京
帝
国
大
学
一
覧
昭
和
十
六
年』

東
京
帝
国
大
学
、
一
九
四
一
年
、
二
一
二
頁
〜
二
一
四
頁
、『

京
都
帝
国
大
学
一
覧
昭
和
十
六
年
度』

京
都
帝
国
大
学
、
一
九
四
一
年
、
一
〇
七
頁
〜
一
〇
八
頁
、『

九
州
帝
国
大
学
一
覧
昭
和
十
六
年』

九
州
帝
国
大
学
、
一
九
四
一
年
、
一
七
九

頁
〜
一
八
四
頁
、『

東
北
帝
国
大
学
一
覧
昭
和
十
六
年』

東
北
帝
国
大
学
、
一
九
四
一
年
、
一
〇
一
〜
一
〇
四
頁
、『

北
海
道
帝
国
大
学
一
覧
昭

和
十
六
年』

北
海
道
帝
国
大
学
、
一
九
四
一
年
、
八
一
頁
〜
八
四
頁
、『

京
城
帝
国
大
学
一
覧

(

昭
和
十
六
年)』

京
城
帝
国
大
学
、
一
九
四
一

年
、
九
〇
頁
〜
九
四
頁
、『

大
阪
帝
国
大
学
一
覧

(

昭
和
十
六
年
度)』

大
阪
帝
国
大
学
、
一
九
四
一
年
、
一
三
二
頁
〜
一
三
五
頁
、『

台
北
帝

国
大
学
一
覧

(

昭
和
十
六
年)』

台
北
帝
国
大
学
、
一
九
四
一
年
、
一
〇
六
頁
〜
一
〇
八
頁
、
及
び

『

名
古
屋
帝
国
大
学
一
覧
昭
和
十
六
年』

名
古
屋
帝
国
大
学
、
一
九
四
二
年
、
九
六
頁
〜
一
〇
〇
頁
。

(

�)
『

東
北
帝
国
大
学
一
覧
昭
和
十
六
年』

前
掲
、
九
〇
頁
〜
九
二
頁
。

(

�)

昭
和
一
一
年
一
月

｢

台
北
帝
国
大
学
医
学
部
規
程｣

前
掲
。

(

�)
｢

台
北
帝
国
大
学
講
座
令
中
ヲ
改
正
ス

(

医
学
部
二
五
講
座
増
設)｣

『

公
文
類
聚』

第
六
〇
編
、
昭
和
一
一
年
、
第
五
〇
巻
、
二
Ａ�

〇
一

二�

〇
〇
・
類
〇
一
九
九
三
一
〇
〇
。

(

	)
『

京
城
帝
国
大
学
一
覧

(

昭
和
十
六
年)』

前
掲
、
九
一
頁
。

(


)
『

九
州
帝
国
大
学
一
覧
昭
和
十
六
年』

前
掲
、
一
八
〇
頁
。

(

�)
｢

昭
和
三
年
勅
令
第
三
二
号
台
北
帝
国
大
学
学
部
ニ
関
ス
ル
件
中
ヲ
改
正
ス

(
医
学
部
設
置)｣

『

公
文
類
聚』

第
五
九
編
、
昭
和
一
〇
年
、
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第
四
五
巻
、
二
Ａ
―
〇
一
二
―
〇
〇
・
類
〇
一
九
三
八
一
〇
〇
。

(
�)

昭
和
一
一
年
三
月
勅
令
第
四
二
号

｢

台
北
帝
国
大
学
官
制
中
改
正｣

『

官
報』

第
二
七
七
二
号
・
昭
和
一
一
年
四
月
一
日
、
二
頁
。

(
�)
昭
和
一
一
年
四
月

｢

台
北
帝
国
大
学
附
属
医
学
専
門
部
規
程｣

『

府
報』

第
二
六
七
〇
号
・
昭
和
一
一
年
四
月
二
八
日
、
八
三
頁
〜
八
八
頁
。

(

�)
『

台
北
帝
国
大
学
一
覧

(

昭
和
十
八
年)』

前
掲
、
三
〇
頁
・
一
〇
四
頁
〜
一
〇
九
頁
・
一
三
三
頁
〜
一
四
九
頁
・
二
一
三
頁
〜
二
一
五
頁
。

(

�)

昭
和
一
一
年
一
月

｢

台
北
帝
国
大
学
医
学
部
規
程｣

前
掲
。

(

�)

昭
和
一
一
年
四
月

｢

台
北
帝
国
大
学
附
属
医
学
専
門
部
規
程｣

前
掲
。

(

�)

拙
稿

｢

日
本
統
治
下
台
湾
に
お
け
る
医
師
社
会
の
階
層
構
造
と
学
歴
主
義
―
台
湾
総
督
府
医
院
勤
務
医
の
任
用
過
程
を
題
材
と
し
て
―｣

檜

山
幸
夫
編

『

歴
史
の
な
か
の
日
本
と
台
湾
―
東
ア
ジ
ア
の
国
際
政
治
と
台
湾
史
研
究』

中
国
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
一
二
九
頁
〜
一
五
六
頁
。

(

�)

下
川
八
男

｢

南
溟
会
東
寧
会
合
併
問
題
に
就
て｣

『

南
溟
会
創
立
四
十
周
年
記
念
誌』

南
溟
会
本
部
、
一
九
六
九
年
、
一
三
九
頁
〜
一
四
九

頁
。

(

	)

坂
井
建
雄
・
沢
井
直
・
瀧
沢
利
行
・
福
島
統
・
島
田
和
幸

｢

我
が
国
の
医
学
教
育
・
医
師
資
格
付
与
制
度
の
歴
史
的
変
遷
と
医
学
校
の
発
展

過
程｣

酒
井
シ
ヅ
・
坂
井
建
雄
・
鈴
木
一
義
・
細
谷
芳
三
・
田
島
潤
子
編

『

歴
史
で
み
る
・
日
本
の
医
師
の
つ
く
り
方

[

図
録]』

第
二
八
回

日
本
医
学
会
総
会
、
二
〇
一
一
年
、
七
八
頁
〜
八
六
頁
。

(


)

昭
和
大
学
五
十
年
史
編
纂
委
員
会
編

『

昭
和
大
学
五
十
年
史』

昭
和
大
学
、
一
九
八
〇
年
、
五
八
頁
。

(

�)

台
湾
総
督
府
文
教
局
編

『

昭
和
五
年
度
台
湾
総
督
府
学
事
第
二
十
九
年
報』

該
局
、
一
九
三
三
年
、
三
三
〇
頁
〜
三
三
一
頁
。

(

�)
『

台
湾
総
督
府
台
北
医
学
専
門
学
校
一
覧

(

自
昭
和
六
年
至
昭
和
八
年)』

台
北
医
学
専
門
学
校
、
一
九
三
三
年
、
一
二
四
頁
〜
一
二
七
頁
。

(

)

呉
文
星

『

日
治
時
期
台
湾
的
社
会
領
導
階
層』

前
掲
、
九
二
頁
〜
九
五
頁
・
一
〇
四
頁
〜
一
〇
九
頁
。

(

�)

大
正
一
〇
年
五
月
府
令
第
九
五
号

｢

専
門
学
校
入
学
者
検
定
ニ
関
ス
ル
規
程｣

『

府
報』

第
二
三
七
三
号
・
大
正
一
〇
年
五
月
一
〇
日
、
三

六
頁
。

(

�)

大
正
一
一
年
四
月
告
示
第
五
九
号

｢

台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
ノ
入
学
ニ
関
シ
中
学
校
卒
業
者
ト
同
等
以
上
ノ
学
力
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ノ
指

定｣
『

府
報』

第
二
六
二
四
号
・
大
正
一
一
年
四
月
八
日
、
二
九
頁
。『

府
報』
第
二
六
二
四
号
・
大
正
一
一
年
四
月
八
日
、
二
九
頁
。

(

�)

瓦
林
実

｢

医
師
免
許
資
格
と
台
北
医
専
の
経
過
に
就
い
て｣

『

台
湾
警
察
時
報』
第
一
九
八
号
、
台
北
：
台
湾
警
察
協
会
、
一
九
三
二
年
五
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月
、
一
九
頁
〜
二
六
頁
。

(
�)

大
正
一
三
年
三
月
府
令
第
二
二
号

｢

台
湾
医
学
得
業
士
認
定
規
則｣

『

府
報』

第
三
一
七
九
号
・
大
正
一
三
年
三
月
七
日
、
一
三
頁
。

(
�)
大
正
一
三
年
三
月
告
示
第
二
四
号

｢

専
門
学
校
入
学
者
無
試
験
検
定
指
定
中
追
加｣

『

府
報』

第
三
一
七
九
号
・
大
正
一
三
年
三
月
七
日
、

一
三
頁
。

(

�)

瓦
林
実

｢

医
師
免
許
資
格
と
台
北
医
専
の
経
過
に
就
い
て｣

前
掲
。

(

�)
『

台
湾
総
督
府
台
北
医
学
専
門
学
校
一
覧

(

自
昭
和
六
年
至
昭
和
八
年)』

台
湾
総
督
府
台
北
医
学
専
門
学
校
、
一
九
三
三
年
八
月
、
一
二

頁
、
大
正
一
四
年
五
月
府
令
第
三
一
号

｢

台
湾
総
督
府
医
学
専
門
学
校
規
則
中
改
正｣

『

府
報』

第
三
五
一
九
号
・
大
正
一
四
年
五
月
一
五
日
、

四
三
頁
、
及
び

｢
台
湾
得
業
士
認
定
試
験
合
格
者｣
『

府
報』

第
九
六
七
号
・
昭
和
五
年
五
月
二
四
日
、
九
五
頁
〜
九
六
頁
。

(

�)

瓦
林
実

｢

医
師
免
許
資
格
と
台
北
医
専
の
経
過
に
就
い
て｣

前
掲
。

(

�)

例
え
ば
、
関
東
都
督
府
に
お
い
て
は
原
則
と
し
て
中
央
政
府
発
行
の

｢

医
師
免
許
証｣

所
持
者
に
限
り
医
師
と
認
定
し
て
お
り
、｢

本
科｣

卒
業
生
に
は
地
域
と
期
間
を
限
定
し
て
開
業
を
許
可
す
る
、
い
わ
ゆ
る

｢

限
地
開
業
医｣

の
資
格
が
付
与
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た

(｢

当
府

医
学
校
卒
業
医
師
資
格

(

関
東
都
督
府
民
政
長
官)｣

『

明
治
四
十
五
年
大
正
元
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂』

第
四
巻
、
第
一
七
文
書
、
簿
冊
番

号
�
〇
五
四
五
〇)

。

(

	)
｢

得
業
士
最
後
認
定
試
験
実
施
後
竟
再
試
両
回
受
験
者
百
余
名
今
後
定
不
再
試
医
学
博
士
両
名
受
試｣

『

台
湾
日
日
新
報』

第
一
〇
七
八

二
号
・
昭
和
五
年
四
月
二
三
日
、
四
頁
。

(


)

台
湾
教
育
会
編

『

台
湾
教
育
沿
革
誌』

前
掲
、
九
三
六
頁
。

(

�)
『

学
制
百
年
史』

文
部
省
、
一
九
七
二
年
、
五
六
一
頁
〜
五
六
三
頁
。

(

�)

昭
和
一
六
年
一
〇
月
府
令
第
二
一
〇
号｢

大
学
学
部
等
ノ
在
学
年
限
又
ハ
修
業
年
限
ノ
臨
時
短
縮
ニ
関
ス
ル
件｣

『

府
報』

第
四
三
二
五
号
・

昭
和
一
六
年
一
〇
月
二
八
日
、
一
二
四
頁
。
昭
和
一
七
年

(

一
九
四
二)

年
四
月
以
降
に
つ
い
て
は
、
六
ヶ
月
の
年
限
短
縮
措
置
が
実
施
さ
れ

た

(

昭
和
一
六
年
一
二
月
府
令
第
二
五
〇
号

｢

大
学
学
部
等
ノ
在
学
年
限
又
ハ
修
業
年
限
ノ
昭
和
十
七
年
度
臨
時
短
縮
ニ
関
ス
ル
件｣

『

府
報』

第
四
三
七
四
号
・
昭
和
一
六
年
一
二
月
二
四
日
、
一
〇
五
頁
、
昭
和
一
七
年
一
二
月
府
令
第
二
三
五
号

｢

大
学
学
部
等
ノ
在
学
年
限
又
ハ
修
業

年
限
ノ
昭
和
十
八
年
度
臨
時
短
縮
ニ
関
ス
ル
件｣

『

台
湾
総
督
府
官
報』

第
二
二
一
号
・
昭
和
一
七
年
一
二
月
二
七
日
、
一
〇
一
頁
、
昭
和
一
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八
年
一
二
月
府
令
第
二
九
五
号

｢

大
学
学
部
等
ノ
在
学
年
限
又
ハ
修
業
年
限
ノ
昭
和
十
九
年
度
臨
時
短
縮
ニ
関
ス
ル
件｣

『

台
湾
総
督
府
官
報』

第
五
二
〇
号
・
昭
和
一
八
年
一
二
月
二
五
日
、
一
三
八
頁
、
及
び
昭
和
二
〇
年
四
月
府
令
第
五
七
号

｢

大
学
学
部
等
ノ
在
学
年
限
又
ハ
修
業
年

限
ノ
昭
和
二
十
年
度
臨
時
短
縮
ニ
関
ス
ル
件｣

『

台
湾
総
督
府
官
報』

第
九
四
〇
号
・
昭
和
二
〇
年
四
月
一
日
、
一
頁
。

(

�)
｢

入
学
許
可｣

『

台
湾
総
督
府
官
報』

第
二
〇
二
号
・
昭
和
一
七
年
一
二
月
四
日
、
一
二
頁
〜
一
三
頁
、｢

入
学
許
可｣

『

台
湾
総
督
府
官
報』

第
三
五
〇
号
・
昭
和
一
八
年
六
月
五
日
、
三
四
頁
〜
三
五
頁
、『

東
寧
会
四
〇
年
―
台
北
帝
大
医
学
部
と
そ
の
後
―』

東
寧
会
、
一
九
七
八
年
、

一
三
頁
、
及
び

『

台
大
景
福
校
友
会
通
訊
録』

台
大
景
福
基
金
会
、
一
九
八
一
年
、
一
七
四
頁
〜
一
八
二
頁
・
二
〇
五
頁
〜
二
〇
九
頁
。

(

�)
『

台
湾
省
五
十
一
年
来
統
計
提
要』

台
湾
省
政
府
主
計
処
、
一
九
九
四
年
、
一
二
四
九
頁
。

(

�)

例
え
ば
、
大
正
一
二

(

一
九
二
三)

年
末
に
お
け
る
内
地
、
台
湾
、
朝
鮮
の
医
師
数
は
そ
れ
ぞ
れ
四
三
〇
二
八
人
、
一
四
六
五
人
、
六
四
七

一
人
で
あ
り
、
医
師
一
人
あ
た
り
の
人
口
は
そ
れ
ぞ
れ
一
三
五
九
人
、
二
六
五
七
人
、
二
七
六
三
人
で
あ
っ
た

(『

朝
鮮
・
内
地
・
台
湾
比
較

統
計
要
覧』

朝
鮮
総
督
府
、
一
九
二
五
年
、
頁
数
な
し)

。

(

�)

猪
飼
周
平

『

病
院
の
世
紀
の
理
論』

有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
、
九
七
頁
〜
一
二
六
頁
。

(

�)
｢

会
員
名
簿｣

『

南
溟
会
会
報』
第
九
巻
第
五
号
、
南
溟
会
、
一
九
三
七
年
、
二
六
頁
〜
三
二
頁
。

(

�)

拙
稿

｢

日
本
統
治
下
台
湾
に
お
け
る
医
師
社
会
の
階
層
構
造
と
学
歴
主
義
―
台
湾
総
督
府
医
院
勤
務
医
の
任
用
過
程
を
題
材
と
し
て
―｣

前

掲
。

(

�)

例
え
ば
、
総
督
府
医
院
の
医
官
補
の
総
数
は
大
正
一
四

(

一
九
二
五)

年
が
五
三
人
、
昭
和
五

(

一
九
三
〇)

年
が
六
一
人
、
昭
和
一
〇

(

一
九
三
五)

年
が
五
六
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
、｢
専
門
学
校
令
に
よ
る
学
科｣

の
卒
業
生
は
そ
れ
ぞ
れ
二
一
人
、
四
七
人
、
四
四
人
で

あ
っ
た

(

医
官
補
の
総
数
は

『

台
湾
総
督
府
及
所
属
官
署
職
員
録』

各
年
度
か
ら
算
出
し
、
そ
の
う
ち
の
該
学
科
卒
業
生
数
は
第
三
表
で
用
い

た
資
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
卒
業
生
氏
名
と
照
合
し
て
算
出)
。

(

	)

太
田
肥
洲

『

新
台
湾
を
支
配
す
る
人
物
と
産
業
史』

台
湾
評
論
社
、
一
九
四
〇
年
、
五
〇
一
頁
。

(


)
｢

●
台
湾
医
界
の
権
威
▼
医
学
専
門
部
と
熱
帯
医
学
専
攻
科
の
新
設
▲
＝
堀
内
医
学
校
長
談
＝｣

前
掲
。

(

�)
｢

沢
仁
医
院
披
露
宴｣

『

台
湾
日
日
新
報』

第
九
三
三
五
号
・
大
正
一
五
年
五
月
一
日
、
四
頁
。

(

�)
｢

台
北
市
内
元
九
間
街
熱
帯
医
学
士
楊
倉
庫
氏｣

『

台
湾
日
日
新
報』

第
一
〇
四
六
六
号
・
昭
和
四
年
六
月
八
日
、
四
頁
。
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(

�)

大
園
市
蔵

『

台
湾
の
中
心
人
物』

日
本
植
民
地
批
判
社
、
一
九
三
五
年
、
三
一
三
頁
。
博
士
論
文
の
題
目
は

｢

皮
膚
透
過
性
に
及
ぼ
す
電
気

の
影
響｣

で
あ
る

(『

健
康
保
険
要
覧
・
医
学
博
士
録』

日
本
医
事
新
報
臨
時
増
刊
、
日
本
医
事
新
報
社
、
一
九
三
六
年
、
一
二
九
頁)

。

(
�)

『

昭
和
十
六
年
度
台
湾
の
学
校
教
育』

台
湾
総
督
府
文
教
局
、
一
九
四
二
年
、
六
七
頁
〜
六
八
頁
。

(

�)
｢

卒
業
生
名
簿｣

『

東
寧』

第
一
二
号
、
台
北
帝
国
大
学
医
学
部
東
寧
会
、[

一
九
四
五
年]

、
五
五
頁
〜
五
九
頁
。

(

�)
｢

各
医
局
通
信｣

『

東
寧』

第
一
一
号
、
台
北
帝
国
大
学
医
学
部
東
寧
会
、
一
九
四
四
年
、
六
七
頁
〜
七
八
頁
。

(

�)

小
田
俊
郎

『

台
湾
医
学
五
十
年』

医
学
書
院
、
一
九
七
四
年
、
一
四
三
頁
〜
一
四
六
頁
。

(

�)

例
え
ば
、
昭
和
一
四

(

一
九
三
九)

年
時
点
の
九
州
帝
国
大
学
医
学
部
第
二
内
科
講
座
の
名
簿
に
よ
る
と
、
該
講
座
に
所
属
し
た
者
の
平
均

講
座
在
籍
年
数
は
お
よ
そ
三
年
で
あ
る

(

猪
飼
周
平

『

病
院
の
世
紀
の
理
論』

前
掲
、
一
一
一
頁)

。

中京法学��巻１・２号 (����年)���(���)


